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綾部市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和３年６月１０日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市規則第２４号 

 

綾部市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 附則第３項中「令和３年６月３０日」を「令和３年９月３０日」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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綾部市告示第１４３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条の規定に基づき、令和３年６月１４

日綾部市議会定例会を綾部市に招集する。 

 

  令和３年６月７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  
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綾部市告示第１４４号 
 

綾部市国民健康保険被保険者証の無効について 
 
 綾部市国民健康保険条例施行規則（平成８年綾部市規則第１５号）第２０条の規定に基づ

き、次の綾部市国民健康保険被保険者証は無効とする。 
 
 
  令和３年６月７日 
                          綾部市長 山 崎 善 也 
 
 
証交付年月日 証記号・番号 生年月日 
令和 ２年 ４月 １日 綾０８２４－４１００６ 昭和３５年 ９月 ６日 
令和 ２年１２月１５日 綾０８２９－４３００９ 昭和３２年 ９月２３日 
令和 ２年 ４月 １日 綾０８３０－４３０１４ 昭和４２年 ５月 ４日 
令和 ２年 ４月 １日 綾０８４６－１３００５ 平成１８年 ６月２３日 
令和 ２年 ４月 １日 綾１００８－４１００３ 昭和５１年 １月１４日 
令和 ２年 ４月 １日 綾１２０３－７１０１５ 昭和３６年 ６月１８日 
令和 ２年 ４月 １日 綾１２０３－７１０１５ 平成１６年 ８月１０日 
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綾部市告示第１４５号 

 

 地縁による団体「中山町自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和３年６月１１日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市中山町城山５番地 木 村 路   に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和３年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市告示第１４６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、令和３年６

月綾部市議会定例会において議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

 

  令和３年６月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

１ 令和３年度綾部市一般会計補正予算（第１号） 

２ 令和３年度綾部市一般会計補正予算（第２号） 

 

 

  （以下掲示済） 
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綾部市告示第１４７号 

 

綾部市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外

の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱を次のように定める。 

 

 令和３年６月１４日 

  

綾部市長 山 崎 善 也  

 

綾部市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向

が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の

子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響によ

る失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯

の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯（ひとり親世帯を除く。）を見舞う観点から、

早期に支給する特別給付金に関して低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給について（令和３年５月

２８日付子発０５２８第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）別紙支給要領に基づき、

必要な事項を定める。 

（支給要件） 

第２条 綾部市（以下「市」という。）は、前条の目的を達成するため、この要綱の定め

るところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり

親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（以下「本給付金」という。）を、次条第２項に

規定する対象児童（本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。）を

養育する者であって、次の各号のすべてに該当する者（以下「支給対象者」という。）

に対して支給する。 

（１）次に掲げる養育要件のいずれかに該当する者 

ア 児童手当受給者 令和３年４月分の児童手当（児童手当法（昭和４６年法律第７３

号）による児童手当（同法附則第２条第１項に規定する特例給付を含む。）をいう。

以下同じ。）の受給者 

イ 特別児童扶養手当受給者 令和３年４月分の特別児童扶養手当（特別児童扶養手

当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）による特別児童扶養手当を

いう。以下同じ。）の受給者 

ウ 新規児童手当受給者 令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの月の分の

児童手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の
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養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は児童手当法第９条第１項の

規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者 

エ 新規特別児童扶養手当受給者 令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの

月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定（他の市町村からの転入を理由とする

ものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。）又は特別児童

扶養手当等の支給に関する法律第１６条において準用する児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）第８条第１項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定

を受けた者 

オ その他対象児童の養育者 アからエまでのいずれかに該当する者以外の者のうち、

令和３年３月３１日において、平成１５年４月２日から平成１８年４月１日までの

間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和３

年４月１日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者 

（２）次に掲げる所得要件のいずれかに該当する者 

ア 令和３年度分の市町村民税均等割が非課税である者 地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による令和３年度分の市町村民税均等割（同法の規定による特

別区民税を含む。以下同じ。）が課されていない者又は市町村（特別区を含む。以

下同じ。）の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者 

イ 令和３年１月以降の家計急変者 アに該当する者以外の者のうち、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降の家計が急変し、令和３年度分の市

町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者（当該者の１

年間の収入見込額（令和３年１月から令和４年２月までの任意の１か月の収入に

１２を乗じて得た額をいう。）又は１年間の所得見込額（当該収入見込額から１年

間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。）が、市町村民税均等割が非課税と

なる水準に相当する額以下である者をいう。） 

２ 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる

者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が

養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる

者に対して支給する。 

児童手当等受給・非課税者（支給対象者のうち、前項第１号

ア又はイに該当し、かつ、同項第２号アに該当する者（同項

第１号アに該当する者については、児童手当法第１７条第１

項 に 規 定す る公 務 員で あ る 者を 除く 。 ）を い う 。以 下同

じ。） 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 死 亡 し た 場

合 

新規児童手当等受給・非課税者（支給対象者のうち、前項第

１号ウ又はエに該当し、かつ、同項第２号アに該当する者

（同項第１号ウに該当する者については、児童手当法第１７

条第１項に規定する公務員である者を除く。）をいう。以下

同じ。） 

支 給 要 件 に 該 当 す

る こ と が 確 認 さ れ

た 日 の 翌 日 以 後 に

死亡した場合 
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その他の支給対象者（支給対象者のうち、児童手当等受給・

非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者をい

う。以下同じ。） 

申 請 後 こ れ に 対 す

る 支 給 が 行 わ れ る

ま で の 間 に 死 亡 し

た場合 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支給しない。 

（１）児童手当法第４条第１項第４号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は

障害児入所施設等の設置者 

（２）法人 

（本給付金の支給額等） 

第３条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童１人につき、５万円とする。 

２ 本給付金の対象児童は、平成１５年４月２日（特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令（昭和５０年政令第２０７号）別表第３で定める程度の障害の状態にあり、認

定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成

１３年４月２日）から令和４年２月２８日までの間に出生した児童（日本国内に住所を

有するもの又は児童手当法施行規則（昭和４６年厚生省令第３３号）第１条で定める理

由により日本国内に住所を有しないものに限る。）とする。 

３ 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯分）（以下「ひとり親世帯給付金」という。）又は本給付金の算定

の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。 

４ 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手

当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるも

のとする。 

５ 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新

規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童か

ら除かれるものとする。 

（支給を実施する支給対象者の範囲） 

第４条 市長は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当

該者への本給付金の支給を実施する。 

児童手当等受給・非課税者 市長が令和３年４月分の児童手当の受給資格を

認定している場合又は市長が同月分の特別児童

扶養手当に係る事務を行う場合 

新規児童手当等受給・非課税者 市長が令和３年５月から令和４年３月までのい

ずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の

改定を認定した場合又は市長が令和３年５月か

ら令和４年３月までのいずれかの月の分の特別

児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の

請求を受理した場合 

その他の支給対象者 申請時点で市に居住する場合 

（申請不要の支給の方式） 
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第５条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、

本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定

する。支給対象者は、支給を希望しない場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）受給拒否の届出書（様式第１号）により届

出を行う。 

２ 市長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速

やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。この場合、第４号に掲げる方式は、支

給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居

住していることその他第１号、第２号又は第３号に掲げる方式による支給が困難な場合

に限り行う。 

（１）児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式 

（２）特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に

振り込む方式 

（３）指定口座振込方式 前項の支給決定前までに、支給対象者が低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の届出

書（様式第２号。以下「給付金（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の届出書」と

いう。）を提出し、市長が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式 

（４）窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が

給付金（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の届出書を提出し、市長が当該窓口で

現金を交付することにより支給する方式 

（申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限） 

第６条 申請による本給付金の支給に係る申請受付開始日は、次条第２項各号に掲げる申

請方式ごとに市長が別に定める日とする。 

２ 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和４年２月２８日までとする。ただし、令

和４年３月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした

者等への支給の申請については、令和４年３月１５日までとする。 

（申請による支給の方式） 

第７条 申請により本給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申

請書（請求書）（様式第３号。以下「給付金（ひとり親世帯以外分）申請書」という。）

により申請を行う。市長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。 

２ 申請者による申請及びこれに基づく市長による支給は、次の各号に掲げる方式のいず

れかにより行う。この場合、第３号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設し

ていないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第１号又は第

２号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。 

（１）郵送申請口座振込方式 申請者が給付金（ひとり親世帯以外分）申請書を郵送によ

り提出し、市長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式 

（２）窓口申請口座振込方式 申請者が給付金（ひとり親世帯以外分）申請書を市の窓口

に提出し、市長が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式 

告　示
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（３）窓口交付方式 申請者が給付金（ひとり親世帯以外分）申請書を郵送により、又は

市の窓口において提出し、市長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

３ 市長は、第１項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本並びに簡易な収入見

込額の申立書（様式第４号）又は簡易な所得見込額の申立書（様式第５号）及び給与明

細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者

が第２条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。 

４ 市長は、第１項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提

示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。 

（代理による申請） 

第８条 代理により第７条第１項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した

者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。 

（申請者に対する支給の決定） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定により提出された給付金（ひとり親世帯以外分）申

請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、

同条第２項各号に掲げる方式により本給付金を支給する。 

（本給付金の支給等に関する周知） 

第１０条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の

要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による

住民への周知を行う。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１１条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者

から第６条第２項の申請期限までに第７条第１項の申請が行われなかった場合、当該本

給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第５条第１項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特

別児童扶養手当の振込時における指定口座（支給前までに指定口座の変更を届け出てい

る場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。）に本給付金の支給として振込み

を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由に

より令和４年４月２８日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。 

３ 市長が第９条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があ

り、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者

の責に帰すべき事由により令和４年４月２８日までに支給が完了できない場合は、当該

申請は取り下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１２条 市長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明し

た場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１３条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第１４条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

この告示は、令和３年６月１４日から施行する。 
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本人確認書類添付箇所

※運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

様式第１号(第５条関係)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）　受給拒否の届出書

綾部市長　様

1, 　私は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひと
り親世帯以外分）」の受給について拒否することを、ここに届け出ます。

2, 　本届出により、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯以外分）」の受給を拒否する者が本人であることを証明する
ため、本人確認資料を下欄に貼付し提出します。

令和　　　年　　　月　　　日

届出者住所

届出者氏名

届出者連絡先　　　　　　　　　　（　　　　　　）

綾部市

受付印

告　示
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綾部市長　様

年 月 日

※下欄の事項に誓約・同意の上、届出します。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）
支給口座登録等の届出書』（本書）

※必要事項をご記入ください。

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「２．新規振込先指定口座」で「ア」を選択した場合に限る。）

※

『届出者本人確認書類の写し（コピー）』

※

様式第２号（第５条関係）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の届出書

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯以外分）支給市区町村

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　　住　　　　所

氏　　　　　名

１．届出者

電話　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

※金融機関の口座がつくれない方等、どうしても口座による受け取りが出来ない方のみとなります。本人確認資料を裏面に添付して
ください。

【誓約・同意事項】（チェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座

※「１．届出者」名義に限る。
　　　　 ※通帳の表記に合わせてください。

２．新規振込先指定口座（児童手当、特別児童扶養手当を受給しているご本人名義の口座に限りま
す。）

金融機関コード 支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の届出者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）

□
綾部市が支給決定をした後、届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４年３月３１日まで
に、綾部市が届出者に連絡・確認できない場合に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり
親世帯以外分）が支給されないことに同意します。

提出書類

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
（コピー）をご用意ください。

届出者の運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。

綾部市

受付印

告　示
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年 月 日 （ ）

（注１）配偶者等の欄は、２人以上で児童を養育している場合に記入してください。「配偶者等」とは、児童を養育する配偶者、未成年後見人、父母指定者等をいいます。

（注２）配偶者等が複数人いる場合は、上記以外の配偶者等の氏名、同居・別居の別、別居の場合は住所、マイナンバーを別紙で提出してください。

次の（１）および（２）のそれぞれについて該当する項目のチェック欄（□）に『✓』を記入してください。

（１）養育要件 （２）所得要件

様式第３号（第７条関係）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）　申請書（請求書）

支給市区町村（※申請時点の居住市区町村）

男
・
女

１．申請・請求者、配偶者等

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

S　・　H

綾部市長　様

３ページ目の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

記入日 令和 年 月

令和３年１月１日　時点の住所
（現住所と異なる場合）

令和３年３月３１日　時点の住所
（現住所と異なる場合）

申請者の個人番号（マイナンバー）
（１２桁）

配　偶　者　等　氏　名
同居・別居

の別
別居の場合は住所を記載

配偶者等の個人番号（マイナンバー）
（１２桁）

同居・別居

□ ①　　　　　　　〃　　　　　　　　　【公務員】 □ ② 家計急変

□ ②　特別児童扶養手当対象児童を養育

２．支給要件

□ ①　児童手当対象児童を養育【公務員以外】 □ ① 令和３年度分の市町村民税均等割が
　　非課税

□ ③　中学校修了後（15歳年度末）～
　　 18歳年度末までの児童を養育

３．給付金申請児童等

今回、給付金を申請する児童について、令和３年３月３１日時点の状況を表Aに記入してください。
ただし、以下の場合は、それぞれの時点の状況を記入してください。
①４月以降に新たに児童手当・特別児童扶養手当の支給対象となった児童については、児童手当等の認定請求時点の状況
②その他、４月１日以降に本給付金の支給要件を満たすこととなった児童については、申請時点の状況
③家計急変の場合は申請時点の状況
また、既に給付金（「ひとり親世帯分」又は「ひとり親世帯以外分」）を受給したことがある場合は、表Bにその対象となった児童
の氏名を記入してください。

（次ページにつづきます。）

日

電話

綾部市

受付印
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表A　今回、給付金の支給を申請する児童について記入してください。

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

※ 「関係性」の欄は、申請者と児童の関係性について次の記号を記入してください。また、必要な書類を提出してください。
①父母　→別居する児童を監護している場合は、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が
　　　　　　　分かる資料（児童の世帯の住民票など）
②未成年後見人　→　未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が分かる資料（様式自由）
③その他養育者　→　対象児童の実親の状況（氏名、存否、住所）が分かる資料（様式自由）
④里親　→　対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

※ 「生計関係」の欄は、次によって記入してください。
１）「同一」は、児童が請求者自身の子である場合や請求者が未成年後見人又は父母指定者である場合で、請求者がその子と生計を同じくしている

場合に〇で囲んでください。
２）「維持」は、児童が請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計を維持している場合に〇で囲んでください。

※ 「児手対象児童（含申請中）」、「特児扶対象児童（含申請中）」欄は、対象児童が児童手当、特児扶の支給対象者である（含申請中）場合に〇を記入してください。
※ 「R3.3.31時点以外の状況（上記①②③に該当）」欄は、４/１以降に出生した児童や新たに養子等となった児童、家計急変の場合など、３/３１以外の状況を記載

している場合に〇を記入してください。

  　（以下の児童については、今回の給付金の支給対象とはなりません）

※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「３．給付金申請児童等」の表Aに記入した今回支給申請をする人数になります。

※

希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を記入して、必要事項を記入してください。
（注）申請時点で居住している自治体より児童手当、特別児童扶養手当を受給している方（申請中の方）は記入不要です。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※

（　フ　リ　ガ　ナ　）
関係
性

性別 生 年 月 日

同居
・

別居
の別

有
・
無

同一
・

維持

氏　　　　　名

1
同居

・
別居

住所
（別居の場合）

監護
の有
無

生計
関係

児手対
象児童
（申請
中含
む）

特児扶
対象児
童（申
請中含

む）

R3.3.31時点
以外の状況
（上記①②③
に該当）を記

載

H　・　R

3
同居

・
別居

有
・
無

同一
・

維持

2
同居

・
別居

有
・
無

同一
・

維持
H　・　R

5
同居

・
別居

有
・
無

同一
・

維持

4
同居

・
別居

有
・
無

同一
・

維持

H　・　R

H　・　R

人 申請額・請求額 円

氏　　　　　名

1 2 3

支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、どうしても口座による受け取りが出来ない
方のみが対象となります。本人確認資料を添付してください。

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連 1普通

2当座

　　　　　　※「１．申請・請求者」名義に限る。
　　　　　　※通帳の表記に合わせてください。

（次ページにつづきます。）

H　・　R

本・支店
本・支所
出張所

申請額・請求額は、対象児童１人当たり一律50,000円となります。（例）対象児童数３人の場合　：　50,000円　×　３人　＝　150,000円

５．受取方法

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）

表B　重複支給の確認等のため、既に給付金を受給している場合は、給付金の対象となった児童の氏名を記入してください。

氏　　　　　名 氏　　　　　名

４．申請額・請求額

対象児童数
（表Ａの人数）

告　示
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証明欄　附番

上記の申請・請求者は、上記（３．表A） 人の対象児童に係る

であることについて証明します。

証明事務担当

  担当課（室）・担当係

  電話番号

各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。

『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）
 申請書（請求書）』（本書）
※必要事項をご記入ください。

『申請・請求者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『申請・請求者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し（コピー）』

※

※

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「５．受取方法」で「ア」を選択した場合に限る。）

※

『簡易な収入見込額の申立書』（別紙様式第４号）又は『簡易な所得見込額の申立書』（別紙様式第５号）

※

給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、綾部市が必要な住民基本台帳情報、税情
報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

（公務員の方のみ）　※この欄は、所属庁が記入しますので、申請・請求者は記入しないでください。

証明者

公務員児童手当受給状況証明欄

支給要件が「（２）所得要件②家計急変」の場合、申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が
分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

申請・請求者の運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。

申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し（コピー）をご用意ください。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
（コピー）をご用意ください。

表Aの児童との関係性を確認できる資料（表Aの「関係性①～④」の確認に必要な書類をご用意ください。）

□ 給付金（ひとり親世帯以外分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（ひ
とり親世帯以外分）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します。

□ 同一児童について給付金（ひとり親世帯分）又は給付金（ひとり親世帯以外分）を受給済みではありません（受給して
いた場合には、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します）。

提出書類

□ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

□ この申請書は、綾部市において支給決定をした後は、給付金（ひとり親世帯以外分）の請求書として取り扱います。

□
綾部市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４
年３月３１日までに、綾部市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（ひとり親世帯以外分）が支給されな
いことに同意します。

【誓約・同意事項】

□ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）（以下「給付金（ひとり親世帯
以外分）」という。）の支給要件に該当します。

□

令和 年 月 日

告　示
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年 月

円

円

円

円

円

年 月 （※基本的に②申請者と同じ「年月」としてください）

円

円

円

円

円

円

＜早見表＞

年間収入見込額（配偶者等）

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者（前年の収入金額１０３万円以下の者）
・扶養親族（16歳未満の者も含む）

２８９．７万円

２４９．７万円

２０９．７万円

１６８．０万円

１３７．８万円

※ ③-１(申請者)の年間収入見込額が③-２(配偶者等)より高いことを確認して、申請者について非課税相当収入限度額を記入してください。
※ 限度額は、下の早見表から、申請者の申請時点の「世帯の人数」にあてはまる金額を記入してください。
※ 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は２０４．３万円としてください。
※ 給与収入、事業収入等、いずれの収入についても以下の早見表を利用してください。

 ④　③-１(申請者)の年間収入見込額が③-２(配偶者等)より高いことを確認して、申請者について限度額を記入してください。

（次ページに続きます）

世帯の人数（注） 非課税相当収入限度額

６人　（例）夫婦子４人

５人　（例）夫婦子３人

４人　（例）夫婦子２人

３人　（例）夫婦子１人

　　２人　（例）夫(婦)子１人

　　※表面の【要件２】を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額申立書」（水色）の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。

→【要件２】申請者について、③-１ 年間収入見込額が　④非課税相当収入限度額以下であること。

   　非課税相当収入限度額

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

 ③-2　配偶者等の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

※上記以外の収入については記入不要です。

 収入合計額【A + B + C】

令和 　 　

※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。
※年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書
　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

 収入合計額【A + B + C】 ※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。

※上記以外の収入については記入不要です。

 ②-2　配偶者等の令和３年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給与明細書などの収入額が分かる書類をご提出くださ
い。

事業収入又は不動産収入
【B】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。
※年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書
　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

 ③-1　申請者の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

簡易な収入見込額の申立書
【家計急変者】

〇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（請求書）」と一緒にご提出ください。

〇 下記にある【要件１】及び【要件２】の両方を満たす場合に支給の対象となります。

 ①　下記にチェック（☑）してください。

 ②-1　申請者の令和３年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

注意事項

年間収入見込額（申請者）

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給与明細書などの収入額が分かる書類をご提出くださ
い。

事業収入又は不動産収入
【B】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】

令和 　 　

　　□ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました。

→【要件１】①にチェックが入っていること。

※申請者（③-１、③-２で所得が高い方）が新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大の影響で、収入が減少した場合にチェックしてください。

ひとり親世帯以外用
様式第４号（第７条関係）

×１２

×１２

様式第４号（第７条関係）

告　示
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【確認事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

　□　【要件】に該当します。　　□　収入額が分かる書類（給与明細書や年金額改定通知書等）を提出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）収入が０円の場合は、別途、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の提出を求める場合があります。

　□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の収入見込額が収
入
　　　基準額を上回ることが明らかであるものではありません。

　□　本申立の内容に相違ありません。
　　　　　令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　申請者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者等氏名

告　示
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（参考：非課税相当収入限度額）

＜早見表＞
世帯の人数（注） 非課税相当収入限度額

(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者（前年の収入金額１０３万円以下の者）
・扶養親族（16歳未満の者も含む）

　　２人　（例）夫(婦)子１人 １３７．８万円
３人　（例）夫婦子１人 １６８．０万円
４人　（例）夫婦子２人 ２０９．７万円
５人　（例）夫婦子３人 ２４９．７万円
６人　（例）夫婦子４人 ２８９．７万円

収入合計額
【A + B + C】

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。
※上記以外の収入については記載不要です。

 ③-2　配偶者等の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

年間収入見込額（配偶者等）

（次ページに続きます）

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給与明細書などの収入額が分かる書類をご提出くださ
い。

事業収入又は不動産収入
【B】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

収
入

給与収入【A】
※給与収入がある場合にご記入ください。
※給与明細書などの収入額が分かる書類をご提出くださ
い。

事業収入又は不動産収入
【B】

※事業収入又は不動産収入がある場合にご記入ください。
※帳簿などの収入額が分かる書類をご提出ください。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。
※年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書
　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

年間収入見込額（申請者）

 ②-2　配偶者等の令和３年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

令和 　 年 　 月（基本的に②申請者と同じ「年月」としてください） 注意事項

簡易な所得見込額の申立書
【家計急変者】

〇「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）申請書（請求書）」と一緒にご提出ください。

〇 下記にある【要件１】及び【要件２】の両方を満たす場合に支給の対象となります。

 ①　下記にチェック（☑）してください。

　　□ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しました。

→【要件１】①にチェックが入っていること。

年金収入【C】
※公的年金収入（非課税除く）がある場合にご記入ください。
※年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書
　などの支給額がわかる書類をご提出ください。

収入合計額
【A + B + C】

※青枠の収入額の合計額をご記入ください。

※複数の職に就いている方は、全ての収入について記入してください。
※上記以外の収入については記載不要です。

 ③-1　申請者の収入合計額を12倍した金額をご記入ください。

※申請者（（５）で所得が高い方）が新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が減少した場合にチェックしてください。

 ②-1　申請者の令和３年１月以降の任意の月の収入（１か月）の内訳及びその合計額をご記入ください。

令和 　 年 　 月 注意事項

収
入

様式第５号（第７条関係）

×１２

ひとり親世帯以外用

×１２

告　示
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円 円

円 円

円 円

事業収入等の経費

円 円

円 円

円

＜早見表＞

控除
（申請者）
　事業収入等の経費

（配偶者等）
　事業収入等の経

（６）申請者の方が（５）の金額が高いことを確認し、申請者の申請時点の世帯状況に応じた非課税所得限度額をご記入くださ
い。

非課税
相当額

（申請者）
非課税所得限度額

公的年金等控除
※右の算定式より控除額を計算の
上、ご記入ください。

（65歳未満の方）　公的年金等収入分　→　控除額
　　　　　　　　：60万円以下　→　公的年金等収入分の全額
　　　　　　　　：60万円超130万円未満 　→　60万円
　　　　　　　　：130万円以上410万円未満　→　公的年金等収入分×0.25＋27万5千円
　　　　　　　　：410万円以上770万円未満　→　公的年金等収入分×0.15＋68万5千円
（65歳以上の方）　公的年金等収入分　→　控除額
　　　　　　　　：110万円以下　→　公的年金等収入分の全額
　　　　　　　　：110万円超330万円未満　→　110万円
　　　　　　　　：330万円以上410万円未満　→　公的年金等収入分×0.25＋27万5千円
　　　　　　　　：410万円以上770万円未満　→　公的年金等収入分×0.15＋68万5千円

（５）年間所得見込額を計算の上、ご記入ください。（５）＝（１）－（（２）＋（３）＋（４））

所得見込
（申請者）

年間所得見込額
（配偶者等）

年間所得見込額

①事業収入又は不動産収入を記入した方は、当該収入のために要した経費の12か月相当額をご記入ください
②帳簿等の上記の経費がわかる書類をご提出ください。

（４）（１）年間収入見込額のうち、公的年金等収入にかかる公的年金等控除の見込額（12か月分）をご記入ください。

控除
（申請者）
　公的年金等控除

（配偶者等）
　公的年金等控除

給与所得控除
※右の算定式より控除額を
計算の上、ご記入ください。

①Ａの額のうち給与収入分が162.5万円以下 → 55万円
②Ａの額のうち給与収入分が162.5万円超180万円以下　→　給与収入分×40％－10万円
③Ａの額のうち給与収入分が180万円超360万円以下　→　給与収入分×30％＋8万円
④Ａの額のうち給与収入分が360万円超660万円以下　→　給与収入分×20％＋44万円

（３）（１）年間収入見込額のうち、事業収入、不動産収入にかかる必要経費の見込額（12か月分）をご記入ください。

収入 （申請者）収入額
（配偶者等）収入
額

（申請者）
　給与所得控除額

（配偶者等）
　給与所得控除額

以下のフローチャートにより、要件２を確認してください。

（１）申請者及び配偶者等それぞれの③の年間収入見込額をご記入ください。

（２）（１）年間収入見込額のうち、給与収入にかかる給与所得控除の見込額（12か月分）をご記入ください。

控除

□　【所得要件】に該当します。　　□　収入額が分かる書類（給与明細書や年金額改定通知書等）を提出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　   （注）収入が０円の場合は、別途、自身の収入の状況等の詳細について記載した申立書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   の提出を求める場合があります。

□　控除額が分かる書類（帳簿等）を提出しています。（前ページの【Ｂ】欄に記入した場合のみ）

□　今後１年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後１年間の所得見込額が
　　非課税所得限度額を上回ることが明らかであるものではありません。

□　給付金の支給要件の該当性等を審査等するため、綾部市が必要な住民基本台帳情報や税情報、公的年金情報等の公簿等の
　　確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

□　本申立の内容に相違ありません。

　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者等氏名

【確認事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れて頂き、氏名をご記入ください。）

→【要件２】申請者（所得が高い方）の（５）年間所得見込額が（６）非課税所得限度額以下であること。

※申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、
非課税所得限度額は１３５万円としてください。

※「申請者」と「配偶者等」の（５）年間所得見込額を比べ、申請者の
方が高いことを確認してください。また、申請者について非課税所得限
度額を記入してください。

世帯の人数 非課税所得限度額

２人 （例）夫(婦)子１人 　８２．８万円

※限度額は右の早見表から、申請時点の申請者についての「世帯の人
数」にあてはまる金額を記入してください。

３人 （例）夫婦子１人 １１０．８万円

４人 （例）夫婦子２人 １３８．８万円

※世帯人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者(所得金額48万円以下
の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。

５人 （例）夫婦子３人 １６６．８万円

６人 （例）夫婦子４人 １９４．８万円

告　示
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綾部市告示第１４８号 

 

 綾部市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

支給事業実施要綱（令和３年綾部市告示第９５号）の一部を次のように改正する。 

 

令和３年６月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也  

 

 第２条第４号中「前３号の規定」を「第１号から第３号までの規定」に改め、同号を同

条第５号とし、同条第３号の次に次の１号を加える。 

（４）第２号に規定する公的年金等受給者又は前号に規定する家計急変者に該当する者で

あっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世

帯以外の低所得の子育て世帯分）支給要領（令和３年５月２８日子発０５２８第１号

厚生労働省子ども家庭局長通知）に基づき支給される給付金（以下「その他の子育て

世帯給付金」という。）の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の

実施主体が支給を決定した者については、支給対象者には含まないものとする。 

 様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

告　示
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様式第１号（第４条関係）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）　受給拒否の届出書

綾　部　市　長　様

1, 　私は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひ
とり親世帯分）」の受給について拒否することを、ここに届け出ます。

届出者連絡先　　　　　　　　　　（　　　　　　）

本人確認書類添付箇所

※運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

2, 　本届出により、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯分）」の受給を拒否する者が本人であることを証明するた
め、本人確認資料を下欄に貼付し提出します。

令和　　　年　　　月　　　日

届出者住所

届出者氏名

綾部市

受付印

告　示
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年 月 日

※下欄の事項に誓約・同意の上、届出します。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
支給口座登録等の届出書』（本書）
※必要事項をご記入ください。

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』（※「２．新規振込先指定口座」で「ア」を選択した場合に限る。）
※

『届出者本人確認書類の写し（コピー）』
※

様式第２号（第５条関係）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）支給口座登録等の届出書

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付
金 （ひとり親世帯分）支給市区町村

綾　部　市　長　様

１．届出者

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　　住　　　　所

氏　　　　　名

電話　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

証　　書　　番　　号

２．新規振込先指定口座（児童扶養手当を受給しているご本人名義の口座に限ります。）

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の届出者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）

※「１．届出者」名義に限る。
　　　　 ※通帳の表記に合わせてください。1.銀行

2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
金融機関コード 支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
（コピー）をご用意ください。

届出者の運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。

※金融機関の口座がつくれない方等、どうしても口座による受け取りが出来ない方のみとなります。本人確認資料を裏面に添付してく
ださい。

【誓約・同意事項】（チェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

□
綾部市が支給決定をした後、届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４年３月３１日までに、
綾部市が届出者に連絡・確認できない場合に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
分）が支給されないことに同意します。

提出書類

綾部市

受付印

告　示
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年 月 日

※

※

令和３年３月31日時点で児童扶養手当の支給要件に該当する児童について記載してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※

※ 18歳到達後最初の３月31日が令和４年３月31日以降である児童又は令和３年４月時点において障害の状態にある20歳未満の者が対象です。

※

同居する配偶者又は生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は記入してください。

※

扶養義務者 有　・　無

扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている（又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している）申請者の父母、祖父母、子、孫等
の直系血族をいいます。

（次ページも必ずご確認ください。）

「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第１項に定める障害の状態をいいます。申請時点において、障害の状態にある者で、18歳到達後最初の３
月31日を経過し、かつ20歳未満である者については、障害の状態を確認するため、特別児童扶養手当証書等を添付してください。

３．配偶者及び扶養義務者

配偶者/扶養義務者 氏　　　　　名 公的年金
受給の有無

配偶者 有　・　無

扶養義務者 有　・　無

5

「監護等」とは、児童扶養手当の受給資格者が母の場合には監護すること、父の場合には監護し、かつ生計を同じくすること、養育者の場合には養育
することをいいます。

3

4

1

2

□ 受けることができない □ 受けることができない

「公的年金」とは、「遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金及び遺族共済年金を含む。）」、「老齢年金（老齢基礎年金、老齢厚生年金及び退職共済
年金を含む。）」、「障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金を含む。）」、「母子年金」、「恩給」等をいいます。

「受けることができる」とは、現に受けているとき、申請中であるとき又は申請すれば受けることができる状態にあるときをいいます。

２．監護等児童

Ｎｏ．
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続柄 性別
障害の
有無

生 年 月 日
同居・
別居の

別
住所（別居の場合のみ記入）

氏　　　　　名

公 的 年 金 受 給 状 況
基礎年金番号

年金コード
児童の父又は母の死亡による遺族補償の受給状況

□ 受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　） □ 受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　）

□ 支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　） □ 支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　）

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

電話　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

様式第３号（その１）（第７条関係）
公的年金給付等受給者用

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）　申請書（請求書）

支給市区町村

綾部市長様

裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

１．申請・請求者 記入日 令和　　年　　　月　　　日

綾部市

受付印

告　示
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※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「２．監護等児童」に記入された児童の人数になります。

※

※

※ 「遺棄」とは、父又は母が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合をいいます。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※

□
給付金（ひとり親世帯分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（ひとり親
世帯分）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（ひとり親世帯分）を返還します。

□ 既に他の都道府県等で給付金（ひとり親世帯分）を受給していた場合には、給付金（ひとり親世帯分）を返還します。

□ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）を受給
済みではありません（受給していた場合には、給付金（ひとり親世帯分）を返金します）。

□
給付金（ひとり親世帯分）の支給要件の該当性等を審査等するため、綾部市が必要な住民基本台帳情報、税情報や
公的年金情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意しま
す。

□ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

□ この申請書は、綾部市において支給決定をした後は、給付金（ひとり親世帯分）の請求書として取り扱います。

□
綾部市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４
年３月31日までに、綾部市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（ひとり親世帯分）が支給されないこと
に同意します。

金融機関コード 支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、どうしても口座による受け取りが出来ない方
のみが対象となります。本人確認資料を添付してください。

【誓約・同意事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

□ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）（以下「給付金（ひとり親世帯分）」と
いう。）の支給要件に該当します。

□ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第２項に定める障害の状態をいいます。「父又は母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請され
る場合は、障害の状態を確認するため、障害年金に係る年金証書等を添付してください。

６．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入してください。）

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）
※「申請・請求者」名義に限る。

　　 ※通帳の表記に合わせてください。1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通
2当座

□ 父又は母が障害の状態にある児童

□ 父又は母の生死が明らかでない児童

□ 父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童

□ 父又は母がＤＶ被害に関する保護命令を受けた児童

□ 父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童

申請額・請求額は、対象児童１人当たり一律50,000円となります。（例）対象児童３人の場合：50,000円×３人＝150,000円

５．児童扶養手当の支給要件（令和３年４月分の児童扶養手当の支給要件に該当しているかについて確認するため、
　　　以下のいずれかに該当する児童を監護等しているかについて、該当する項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）
　　　※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。

支給要件

□ 父母が婚姻（法律婚）を解消した児童

□ 父母が婚姻（事実婚）を解消した児童

□ 父又は母が死亡した児童

４．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額 円

告　示
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『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
 申請書（請求書）』（本書）
※必要事項をご記入ください。

『申請者・請求者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「６．受取方法」で「ア」を選択した場合に限る。）

※

『児童扶養手当の支給要件を確認できる書類』

※

『簡易な収入額の申立書』（様式第４号）又は『簡易な所得額の申立書』（様式第５号）

※

提出書類

申請者・請求者の運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
（コピー）をご用意ください。

戸籍謄本又は抄本をご用意ください（既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は
不要です。）。（「２．監護等児童」及び「５．児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合
は、確認するための書類を添付してください。）

申立てを行う収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。
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年 月 日

※

※

申請時点において、児童扶養手当の支給要件に該当する児童について記載してください。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

※

※ 18歳到達後最初の３月31日が令和４年３月31日以降である児童又は申請時点において障害の状態にある20歳未満の者が対象です。

※

同居する配偶者又は生計を同じくする扶養義務者等がいる場合は記入してください。

※

様式第３号（その２）（第７条関係）

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）　申請書（請求書）

支給市区町村

綾部市長様

裏面の【誓約・同意事項】に誓約・同意の上、申請します。

１．申請・請求者 記入日 令和　　年　　　月　　　日

家計急変者用

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　住　　　所

氏　　　　　名

電話　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

公 的 年 金 受 給 状 況
基礎年金番号

年金コード
児童の父又は母の死亡による遺族補償の受給状況

□ 受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　） □ 受けることができる（種類：　　　　　　　　　　　　　　）

□ 支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　） □ 支給停止　　　　　  （種類：　　　　　　　　　　　　　　）

□ 受けることができない □ 受けることができない

「公的年金」とは、「遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金及び遺族共済年金を含む。）」、「老齢年金（老齢基礎年金、老齢厚生年金及び退職共済
年金を含む。）」、「障害年金（障害基礎年金、障害厚生年金及び障害共済年金を含む。）」、「母子年金」、「恩給」等をいいます。

「受けることができる」とは、現に受けているとき、申請中であるとき又は申請すれば受けることができる状態にあるときをいいます。

２．監護等児童

Ｎｏ．
（　フ　リ　ガ　ナ　）

続柄 性別
障害の
有無

生 年 月 日
同居・
別居の

別
住所（別居の場合のみ記入）

氏　　　　　名

2

1

4

3

5

「監護等」とは、児童扶養手当の受給資格者が母の場合には監護すること、父の場合には監護し、かつ生計を同じくすること、養育者の場合には養育
することをいいます。

「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第１項に定める障害の状態をいいます。申請時点において、障害の状態にある者で、18歳到達後最初の３
月31日を経過し、かつ20歳未満である者については、障害の状態を確認するため、特別児童扶養手当証書等を添付してください。

３．配偶者及び扶養義務者

配偶者/扶養義務者 氏　　　　　名 公的年金
受給の有無

配偶者 有　・　無

扶養義務者 有　・　無

扶養義務者 有　・　無

扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている（又は申請者が養育者である場合には申請者の生計を維持している）申請者の父母、祖父母、子、孫等
の直系血族をいいます。

（次ページも必ずご確認ください。）

綾部市

受付印
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※ 給付金の対象児童の人数を記入してください。対象児童の人数は「２．監護等児童」に記入された児童の人数になります。

※

　

※

※ 「遺棄」とは、父又は母が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合をいいます。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。
※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

※

４．申請額・請求額

対象児童数 人 申請額・請求額 円

５．児童扶養手当の支給要件（申請時点において児童扶養手当の支給要件に該当しているかについて確認するため、
　　　以下のいずれかに該当する児童を監護等しているかについて、該当する項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）
　　　※既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は不要です。

支給要件

□ 父母が婚姻（法律婚）を解消した児童

□ 父母が婚姻（事実婚）を解消した児童

□ 父又は母が死亡した児童

申請額・請求額は、対象児童数が１人当たり一律50,000円となります。（例）対象児童数３人の場合：50,000円×３人＝150,000円

□ 父又は母が障害の状態にある児童

□ 父又は母の生死が明らかでない児童

□ 父又は母が引き続き１年以上遺棄している児童

□ 父又は母がＤＶ被害に関する保護命令を受けた児童

□ 父又は母が引き続き１年以上拘禁されている児童

□ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
「障害」とは、児童扶養手当法施行令第１条第２項に定める障害の状態をいいます。「父又は母が障害の状態にある児童」を支給要件として申請され
る場合は、障害の状態を確認するため、障害年金に係る年金証書等を添付してください。

６．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入してください。）

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の申請・請求者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）
※「申請・請求者」名義に限る。

　　 ※通帳の表記に合わせてください。1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通
2当座

金融機関コード 支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

金融機関の口座がない方、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、どうしても口座による受け取りが出来ない方
のみが対象となります。本人確認資料を添付してください。

【誓約・同意事項】（各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

□ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）（以下「給付金（ひとり親世帯分）」と
いう。）の支給要件に該当します。

□ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）を受給
済みではありません（受給していた場合には、給付金（ひとり親世帯分）を返金します）。

□
給付金（ひとり親世帯分）の支給要件の該当性等を審査等するため、綾部市が必要な住民基本台帳情報、税情報や
公的年金情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意しま
す。

□ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

□ この申請書は、綾部市において支給決定をした後は、給付金（ひとり親世帯分）の請求書として取り扱います。

□
綾部市が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和４
年３月31日までに、綾部市が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（ひとり親世帯分）が支給されないこと
に同意します。

□
給付金（ひとり親世帯分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（ひとり親
世帯分）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（ひとり親世帯分）を返還します。

□ 既に他の都道府県等で給付金（ひとり親世帯分）を受給していた場合には、給付金（ひとり親世帯分）を返還します。
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『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
 申請書（請求書）』（本書）
※必要事項をご記入ください。

『申請者・請求者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「６．受取方法」で「ア」を選択した場合に限る。）

※

『児童扶養手当の支給要件を確認できる書類』

※

『簡易な収入見込額の申立書』（様式第６号）又は『簡易な所得見込額の申立書』（様式第７号）

※

提出書類

申請者・請求者の運転免許証、健康保険証（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと）、
マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
（コピー）をご用意ください。

戸籍謄本又は抄本をご用意ください（既に、児童扶養手当の受給資格について都道府県等の認定を受けている場合は
不要です。）。（「２．監護等児童」及び「５．児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合
は、確認するための書類を添付してください。）

申立てを行う収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。
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 様式第４号（その２）中「青枠」を「上記」に、「市区町村等」を「綾部市」に改める。 

 様式第５号中「市区町村等」を「綾部市」に改める。 

 様式第６号（その２）中「市区町村等」を「綾部市」に改める。 

 様式第７号中「市区町村等」を「綾部市」に改める。 

 

附 則 

この告示は、令和３年６月１４日から施行する。 

告　示
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綾部市告示第１４９号 

 

 地縁による団体「八代自治会」において告示事項の変更があったので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０項の規定により告示する。 

 

  令和３年６月１７日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

１ 変更があった事項及びその内容 

  代表者を 綾部市故屋岡町在中２４番地 山 崎     に変更する 

 

２ 変更の年月日 

  令和３年４月１日 

 

３ 変更の理由 

  任期満了による交代 
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綾部市公告第５６号 

 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定に基づき、綾部農業振興地域整備計画を変更したので、同条第４項で

準用する同法第１２条の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画書並び

に提出意見書の要旨及び処理結果を次により縦覧に供する。 

 

令和３年６月７日 

 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

 

１ 縦覧期間 

 

   令和３年６月７日以後、常時備え置くこととする。 

 

２ 縦覧場所 

 

   綾部市役所 農林商工部農政課 
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綾部農業振興地域整備計画の変更案に係る住民から 

の意見の要旨及び当該意見の処理結果 

 

１ 意見の提出期間 

 

令和３年５月１日（土） ～ 令和３年５月１７日（月） 

 

２ 意見の要旨及び処理結果 

 

区分 意見の要旨 意見の数 処理結果 意見の処理内容 

     

 

※処理結果区分 

Ａ：対応（反映）済み → 市町村整備計画の案に既に記載済みのもの 

Ｂ：対応（反映）する → 文章の修正、記述の追加など市町村整備計画に反映さ 

せたもの 

Ｃ：事業対応（検討） → 今後、農業振興施策を展開する中で検討すべきもの 

Ｄ：対応（反映）困難 → 諸般の事情により対応が困難なもの 

Ｅ：その他      → 情報提供、感想、質問、今回の件に関係ないもの 

 

 
 

意見なし 
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綾部市公告第５７号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和３年６月１０日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
１ 送達を受けるべき書類の名称  
  令和３年度 市・府民税 納税通知書  
 
２ 送達を受けるべき者の氏名又は名称  
  ＹＵ ＸＩＡＮＧＮＡＮ 

ＪＩＡＮＧ ＪＩＮＧ 

ＶＯ ＴＨＩ ＤＩＮＨ 

ＨＵＹＮＨ ＴＨＩ ＴＨＡＮＨ 

ＮＧＵＹＥＮ ＴＨＩ ＸＵＡＮＤＡＯ 

ＮＧＵＹＥＮ ＰＨＵＣ ＮＨＡＵＹＥＮ 

ＮＧＵＹＥＮ ＶＡＮ ＣＯＮＧ 

ＣＨＡＵ ＨＵＹＮＨ ＫＨＡＮＨ ＴＲＵＮＧ 

ＮＧＵＹＥＮ ＶＡＮ ＤＥ 

ＰＲＯＭＰＵＴＴＨＩＰＨＯＮＧＳＯＮＴＡＹＡ 

ＰＬＡＮＧＫＬＡＮＧ ＦＡＰＲＡＴＡＮ 

ＭＡＮＥＥＣＨＡＮ ＬＡＬＩＴＡ 

ＣＨＡＩＹＡＫＩＴＷＡＲＩＮＰＬＯＹＰＩＴＣＨＡ 
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綾部市公告第５８号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和３年６月１１日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
１ 送達を受けるべき書類の名称  
  令和３年度 市・府民税 納税通知書  
 
２ 送達を受けるべき者の氏名又は名称  
  ＰＲＯＥＮＧ ＬＡＥＫＥＮＡ 

ＹＯＮ ＲＡＤＹ 

ＳＲＡＮＧ ＳＯＰＨＯＥＵＲＮ 
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綾部市公告第５９号 

 

大規模改修事業（中学校）、綾部中学校教室棟（東）改修工事に係る入札参加資格につ

いて、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この

工事の入札は電子入札による公募型指名競争入札とします。 

 

令和３年６月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０３ ４０号 

（２）工 事 名  綾部中学校教室棟（東）改修工事 

 （３）工事場所  綾部市宮代町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容   本工事は、綾部中学校における教室棟の屋上、外壁及び給水設備

の改修を行うものです。学校敷地内の工事であるため、作業時間、

進入路等の制約もあり、生徒への安全確保や環境対策には万全の配

慮が必要です。 

 （５）工事概要  屋上防水改修 改修面積 ５２９㎡ 

          外壁改修 改修面積 １，１５３㎡ 

給水設備改修（受水槽、高架水槽改修） 一式 

 （６）予定工期  令和３年 ７月１３日から 

令和３年１１月 ９日まで（１２０日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加申請に基づき、

本市が資格認定した者とします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものでないこと。 

（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿に建築工事のＡ等級で

登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者であること。また、申請日時点において綾部市の指名停止又は市が締結する契

約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可を建築工事について受けてい

るものであること。 

（４）令和３年度の指名競争入札参加資格審査結果通知書で、建築工事の総合評点が

７５０点以上であること。 

（５）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満たない評定を受けていないこ

と。  
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（６）請負金額２，５００万円以上（合併発注や特命随契との合計額でも可）の建築

工事の施工実績を有していること。ただし、この施工実績は公共工事で申請者の

元請実績とし、民間工事や下請実績は認めません。また、この施工実績はコリン

ズ又は請負契約書などで確認できること。 

（７）建築工事に係る技術者を、主任技術者として工事現場に配置し得ること。 

（８）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場

代理人、主任技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるこ

と。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名競争入札参加

申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（９）各営業所における専任の技術者は、本工事の主任技術者にはなれません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に技術資料及

び資格者証の写しを添付して提出すること。添付するファイルの形式及び容量

については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

紙入札希望業者は、（１）の承諾願及び申請書とともに「技術資料」（別記様式―

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（６）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添

付すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要としま

す。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、主任技術者の資格」には、それぞれ配置予

定者について記載することとし、主任技術者の法令による免許欄には、２

（７）に該当する技術資格を記載し、資料として技術者証の写しを添付するこ

と。 

   ・２（８）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 
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ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３７０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 

       令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 

       ただし、紙入札希望業者の提出で６月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和３年６月下旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

   ①期間  令和３年６月２４日（木）から 

        令和３年６月２５日（金）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファッ

クスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いませ

ん。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は７月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 
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        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法に

ついては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和３年７月６日（火）午後１時５０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入

札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、主任技術者が、他の工事の受注等により配置できない

と認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

 （６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱
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うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                          
 
２ 工 事 名                          
 
３ 場  所                          
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様  
 

公　告

41



様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                

商号又は名称                

代 表 者 氏 名             ㊞  

 

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、

添付書類を添えて提出します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

記  
 

   工事番号   

   工 事 名   
   工事場所   

   添付書類  技術資料（添付資料及び資格者証等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、主任技術者の資格 

 

区   分 現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  

  

  

  

 

区   分 現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

従 事 予 定 者 名   

所 属 会 社 名   

生年月日（年齢）   

最 終 学 歴    

法令による免許  

（取得年月日）  

（ 登 録 番 号 ） 

  

  

  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名   

施工場所    

工 期 年 月～   年 月 年 月～   年 月 

従事役職    

重複する  

場 合 の 

対応措置  
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綾部市公告第６０号 

 

綾部市立病院西館空調設備改修事業、綾部市立病院西館空調設備改修工事に係る入札

参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。

なお、この工事の入札は電子入札で共同企業体方式による公募型指名競争入札とします。 

 

令和３年６月１４日 

 

綾部市長 山 崎 善 也   

 

１ 工事概要 

 （１）工事番号  第５０３ ４５号 

（２）工 事 名   綾部市立病院西館空調設備改修工事 

 （３）工事場所  綾部市青野町（別添位置図参照） 

 （４）工事内容  本工事は、綾部市立病院西館空調設備の老朽化に伴う改修をするも

のです。病院内の工事で工程等の施工制約もあり、利用者や職員への

安全確保や環境対策には万全の配慮が必要です。 

 （５）工事概要   西館空調設備更新 一式 

蒸気ボイラー1 号機更新 1 基 

 （６）予定工期  令和３年７月１３日から 

          令和４年３月３１日まで（２６２日間） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす２者の特定共同企業体とし、

その結成にあたっては本市指定の協定書（別紙）により構成員が自主的に結成する

ものとする。 

入札参加については、特定共同企業体による入札参加申請に基づき、本市が資格

認定した者とします。 

 （１）特定共同企業体の構成員は、契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権

を得ない者でないこと。 

 （２）特定共同企業体の構成員は、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結

する契約等からの除外措置を受けていないこと。 

（３）特定共同企業体の構成員は、電気工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月

１日から令和２年１２月３１日の間において、完了工事の成績評点が６５点に満

たない評定を受けていないこと。  
（４）構成員の出資比率は３０％以上とし、代表者は構成員中最大とする。 

 （５）特定共同企業体の代表者は、令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者

名簿に電気工事のＡ等級で登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部

市内に本店を有する単体業者であること。 

（６）特定共同企業体の代表者は、建設業法第１５条の規定による特定建設業の許可
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を電気工事について受けており、令和３年度の指名競争入札参加資格審査結果通

知書で電気工事の総合評点が７５０点以上であること。 

（７）特定共同企業体の代表者は、請負金額５，０００万円以上（合併発注や特命随

契との合計額でも可）の電気工事の施工実績を有していること。なお、この施工

実績は公共工事の元請実績（ＪＶ含む）とし、民間工事や下請実績は認めません。

また、この施工実績は、コリンズ又は請負契約書などで確認できること。 

（８）特定共同企業体の代表者は、電気工事に係る監理資格を有した技術者を、専任

の監理技術者として配置し得ること。 

（９）代表者以外の構成員は、令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名

簿に電気工事のＡ等級、Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和３年

４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業者であること。 

（10）代表者以外の構成員は、電気工事に関する２級以上の技術者を、専任の主任技

術者として配置し得ること。 

 （11）配置予定とする現場代理人の技術資格・工事経験については問わないが、現場代

理人、監理技術者及び主任技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者であること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この公募型指名

競争入札参加申請書の申請日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

（12）各営業所における専任の技術者は、本工事の監理技術者や主任技術者にはなれ

ません。 

 

３ 提出書類 

 （１）公募型指名競争入札参加申請書 

   ・電子入札システムから公募型指名競争入札参加申請書を提出すること。ただし、

紙入札希望業者は、「紙入札方式参加承諾願」（別記様式－１）とともに、「公募

型指名競争入札参加申請書」（別記様式－２）２部を監理課へ持参により提出す

ること。 

 （２）共同企業体協定書の写し、技術資料及び資格者証等の写し 

   ・電子入札システムで、公募型指名競争入札参加申請書の添付資料に共同企業体

協定書の写し、「技術資料」（別記様式－３）及び資格者証の写しを添付して提

出すること。添付するファイルの形式及び容量については「綾部市公共工事等

電子入札運用基準」第７条によること。ただし、紙入札希望業者は、（１）の承

諾願及び申請書とともに共同企業体協定書の写し、「技術資料」（別記様式－

３）及び資格者証の写しを監理課へ持参により提出すること。 

   ・「同種工事又は類似工事の施工実績」には、２（７）に該当する工事を記載し、

資料としてコリンズ又は請負契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を添付

すること。（コリンズを添付する場合は請負契約書等の写しは不要とします。） 

   ・「当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者の資格」には、

それぞれ配置予定者について記載することとし、監理技術者及び主任技術者の

法令による免許欄には、２（８）及び２（10）に該当する技術資格を記載し、

資料として技術資格者証の写しを添付すること。 
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   ・２（11）を確認する資料として、所属建設業者と直接的な雇用の確認ができる

書類を添付すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加申請書の受付 

 （１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者は

事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監理課

契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１，９１０円です。 

（２）入札参加申請書の受付 

  ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 

令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 

ただし、紙入札希望者の提出で６月１７日については午前９時から正午

までと午後１時から午後５時までとします。 

  ②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加者への通知 

 （１）入札通知書及び非指名通知書については、令和３年６月下旬に電子入札システ

ムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

 （２）非指名通知書を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面により

非指名理由についての説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に関する質疑の受付及び回答 

   ①期間  令和３年６月２４日（木）から 

        令和３年６月２５日（金）正午まで 

   ②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の提

出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによることとし

ますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時から午

後５時（最終日は正午）までとします。 

   ③対象  指名業者の「質疑書」のみ受け付けます。 

   ④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システム

に掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにファッ

クスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行いませ

ん。 
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７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①期間  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

       ただし、紙入札者の提出は７月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容量

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によるこ

と。 

ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

にいては、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項によ

ること。 

 （２）開札の日時 

        令和３年７月６日（火）午後３時１０分 

         

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格を持って入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札した

者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとしま

す。 

 

11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札通知までは受け付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

 （３）入札通知後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システムへの入
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札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

 （４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

 （５）配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者が、他の工事の受注等によ

り配置できないと認められる場合は、本件の入札を無効とします。 

（６）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取扱

うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。  
  

13 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号 ６２３－８５０１ 

   所 在 地 京都府綾部市若竹町８－１ 

        綾部市役所本庁東３階 

  電話番号 ０７７３－４２－４２７６（直通） 

  ＦＡＸ番号 ０７７３－４２－４４０６（代表） 

  Ｅ‐mail kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１  

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                           
２ 工 事 名                           
３ 場  所                           
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由  
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。  
 
 

令和   年   月   日               
 
 
    共同企業体の名称            特定建設工事共同企業体  
 
 

構成員  住 所                       
（代表者）  

          氏 名                     ㊞  
 
 
     構成員  住 所                       
 
          氏 名                     ㊞  
 
 
 綾 部 市 長  様  
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様式－２ 

 

公募型指名競争入札参加申請書 
 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

共同企業体の名称            特定建設工事共同企業体 

 

 

構成員  住 所                       

    （代表者） 

          氏 名                     ㊞ 

 

 

     構成員  住 所                       

 

          氏 名                     ㊞ 

 

 

 今般連帯責任によって請負工事の共同施工を行うため 

       を代表とする                特定建設工事

共同企業体を結成したので、綾部市立病院西館空調設備改修工事の建設工事請

負契約に係る公募型指名競争入札に参加を希望したく、添付書類を添えて提出

します。 

 なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓

約します。 

 

構成員の氏名 

叉 は 名 称 
出資割合 

許可番号及び 

許可年月日 

許 可 さ れ た 

建設工事の種類 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
添付書類  特定建設工事共同企業体協定書の写し 

      技術資料（添付資料及び資格者証の写し等を含む） 
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様式－３ 

 

 

 

技 術 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所                

名 称                
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１ 同種工事又は類似工事の施工実績 

 

工

事

名

称

等 

工事名称    

発注機関名   

施工場所    

契約金額    

工 期 年 月～   年 月    年 月～   年 月 

受注形態等 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 単体／ＪＶ（出資比率  ％） 

工 事 概 要 等 

  

  

  

  

  

  

  

技術的特記事項 
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２ 当該工事に配置予定の現場代理人、監理技術者及び主任技術者の資格 

現場代理人 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 

 

監理技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 

 

主任技術者 

従事予定者名  

所属会社名  

生年月日（年齢）  

法令による免許  

現
在
の
受
持
工
事 

工 事 名  

施工場所  

工  期  

従事役職  

重複する場合

の対応措置 
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特定建設工事共同企業体協定書 

 

（目的） 

第１条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。 

（１）綾部市の発注に係る綾部市立病院西館空調設備改修工事（当該工事内

容の変更に伴う工事を含む。以下、「当該工事」という。）の請負 

（２）前号に附帯する事業 

（名称） 

第２条 当共同企業体は、           特定建設工事共同企業体

（以下「当企業体」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 当企業体は、事務所を                に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 当企業体は、令和３年  月  日に成立し、当該工事の請負契約の

履行後３箇月以内を経過するまでの間は、解散することができない。 

２ 当該工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定

にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとす

る。 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。 

   京都府綾部市   町   番地 

 

   京都府綾部市   町   番地 

 

（代表者の名称） 

第６条 当企業体は、                を代表者とする。 

（代表者の権限） 

第７条 当企業体の代表者は、当該工事の施工に関し、当企業体を代表してそ

の権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝

する権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び

当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の出資の割合） 

第８条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該工事につ

いて発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わら

ないものとする。 

                      ％ 

                      ％ 

２ 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協

議して評価するものとする。 
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（運営委員会） 

第９条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並

びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他

の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、

当該工事の完成に当たるものとする。 

（構成員の責任） 

第 10 条 各構成員は、当該工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設

工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負

うものとする。 

（取引金融機関） 

第 11 条 当企業体の取引金融機関は、           とし、共同企

業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。 

（決算） 

第 12 条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。 

（利益金の配当の割合） 

第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合に

より構成員に利益金を配当するものとする。 

（欠損金の負担の割合） 

第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する割合により

構成員が欠損金を負担するものとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 

（工事途中における構成員の脱退に対する措置） 

第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が当

該工事を完成する日までは脱退することができない。 

２ 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合に

おいては、残存構成員が共同連帯して当該工事を完成する。 

３ 第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の

出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残

存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割

合に加えた割合とする。 

４ 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決

算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱

退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。 

５ 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行

わない。 

（構成員の除名） 

第 16 条の２ 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要

な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他

の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるも

公　告

58



のとする。 

２ 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければな

らない。 

３ 第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から

第５項までを準用するものとする。 

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合に

おいては、第 16 条第２項から第５項までを準用するものとする。 

（代表者の変更） 

第 17 条の２ 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責

務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員

全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすること

ができるものとする。 

（解散後の契約不適合責任） 

第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき引き渡された工

事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったとき

は、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定め

るものとする。 

 

 

           外１者は、上記のとおり           特定

建設工事共同企業体を締結したので、その証拠としてこの協定書２通を作成

し、各通に構成員が記名押印し、各自所持するものとする。 

 

 

 令和３年  月  日 

 

 

構成員  住 所                        

   （代表者） 

         氏 名                      ㊞ 

 

    構成員  住 所                        

 

         氏 名                      ㊞  
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綾部市公告第６１号 
 

防災基盤整備事業、味方町防火水槽新設工事に係る入札参加資格について、次のとお

りお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は

電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和３年６月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ３９号 
（２）工 事 名   味方町防火水槽新設工事 

（３）工事場所   綾部市味方町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   コンクリート防火水槽新設（無蓋４０㎥） Ｎ＝１基 

（５）予定工期   令和３年 ７月１３日から 
          令和３年１０月２０日まで（１００日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で土木工事のＢ等級で

登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）土木工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
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   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は６４０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で６月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年６月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和３年６月２４日（木）から 
     令和３年６月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
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７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月６日（火）午後１時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
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 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

 
 

公　告

67



【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６２号 
 

大規模改修事業（小学校）、中筋小学校大規模改修工事に係る入札参加資格について、

次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事

の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和３年６月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ４１号 
（２）工 事 名   中筋小学校大規模改修工事 

（３）工事場所   綾部市大島町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   北棟外壁改修 改修面積 ２，０３７㎡ 

屋内運動場内装改修 改修面積 ６５５㎡ 
（５）予定工期   令和３年 ７月１３日から 
          令和３年１１月 ９日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＡ等級で

登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で６月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年６月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和３年６月２４日（木）から 
     令和３年６月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月６日（火）午後２時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６３号 
 

小学校トイレ改修事業、綾部小学校屋外兼用トイレ改修工事に係る入札参加資格につ

いて、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、こ

の工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和３年６月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ４２号 
（２）工 事 名   綾部小学校屋外兼用トイレ改修工事 

（３）工事場所   綾部市上野町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   屋外兼用トイレ改修 
           改修面積 ２５㎡ 
（５）予定工期   令和３年 ７月１３日から 
          令和３年１０月１０日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は４９０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で６月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年６月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和３年６月２４日（木）から 
     令和３年６月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月６日（火）午後２時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

 
 

公　告

87



【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 

公　告

88



     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６４号 
 

山家公民館改修事業、山家公民館会議室床張替工事に係る入札参加資格について、次

のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の

入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和３年６月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ４３号 
（２）工 事 名   山家公民館会議室床張替工事 

（３）工事場所   綾部市鷹栖町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   大会議室内部改修 
           改修面積 １４８㎡ 
（５）予定工期   令和３年 ７月１３日から 
          令和３年１０月１０日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で建築工事のＢ等級で

登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有する単体業

者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等からの除外

措置を受けていないこと。 
（３）建築工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で６月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年６月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和３年６月２４日（木）から 
     令和３年６月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月２日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時

から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月６日（火）午後２時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記

理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で

の参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工

事と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変

更可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方の

みとします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 建築工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が７，０００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務し

て配置することができますが、請負金額が７，０００万円以上となる場合は専任の主

任技術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術

者を兼務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性

若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、か

つ、工事現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施

工する場合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することがで

きます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の

合計が７，０００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場

合は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契

約書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務する

ことができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、

既発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が７，０００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６５号 
 

クリーンセンター管理費（大規模改修事業）、綾部市クリーンセンターエレベーター

耐震工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、入札参加希望

者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一般競争入札と

します。 

 
令和３年６月１４日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ４６号 
（２）工 事 名   綾部市クリーンセンターエレベーター耐震工事 

（３）工事場所   綾部市野田町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   エレベーター耐震工事 一式 

（５）予定工期   令和３年 ７月１３日から 
          令和３年１１月 ９日まで（１２０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で機械器具設置工事の

Ａ等級、Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和３年４月１日以降継

続して綾部市内に本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停

止及び市が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）機械器具設置工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１

２月３１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けて

いないこと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
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（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月１４日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１５０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年６月１７日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年６月１８日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で６月１７日については午前９時から

正午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年６月下旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和３年６月２４日（木）から 
     令和３年６月２５日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年６月２８日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行
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いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月２日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月５日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出７月２日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時までと、７月５日の午前９時から正午までと午後１時か

ら午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月６日（火）午後３時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
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12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 機械器具設置工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６６号 

 

 令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務に関する公募型

プロポーザルの実施について、次のとおりお知らせしますので、参加希望者は企画提

案書等を提出してください。 

 

  令和３年６月１５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

本市の令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務について、

委託業者の選定にあたり別添「令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資

源解析等業務に係る公募型プロポーザル実施要領」により実施します。 
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令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務に係る公募型プロポーザル

実施要領（以下「実施要領」という。）は、令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林

資源解析等業務（以下「本業務」という。）の調達公告に定めるもののほか、本業務に係る公募

型プロポーザル及び契約に関し、応募者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明

らかにするものである。 

 

１．業務概要 

(１) 業務名 

令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務 

(２) 業務の目的 

本業務は、本市における森林管理のあり方の検討に必要な森林の経営管理状況や森林資源状

況等の基礎情報を収集し、データベースとして整備するとともに、モデル地区における森林境

界明確化提案図の作成を通じて林地台帳の精度向上を行い、森林の集約化の手法構築に向けた

知見を得ることを目的とする。 

(３) 業務の内容 

令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務特記仕様書（以下「仕様

書」という。）による。 

(４) 履行期間 

契約締結日から令和４年３月１５日（火）まで 

(５) 提案価格の上限額 

１５，０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 

(６) 担当 

綾部市農林商工部林政課 伊賀原 

〒６２３－８５０１ 

京都府綾部市若竹町８番地の１ 

TEL：０７７３－４３－４３６２ FAX: ０７７３－４２－４４０６ 

E-mail: t-igahara@city.ayabe.lg.jp 

 

２．参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者は、単独企業であって、次に掲げる要件の全てを

満たす者とする。 

(１) 本市における令和２・３年度競争入札参加資格のうち、測量業務に係るものを有する者であ

ること。 

(２) 平成２８年４月１日から本件調達の公告日までの間に、国または地方公共団体が発注した航

空レーザ測量及びそのデータを活用した地形及び森林情報解析業務及び森林境界明確化提案図作

成業務（以下「同種業務等」という。）の実績を有する者であること。 

(３) 森林部門の技術士の資格及び高度な技術と十分な実務経験を有し、かつ、同種業務等の実績

（再委託による業務としての実績は含まない。）を有している者を管理技術者として配置できる

こと。 

(４) 本業務において、担当及び照査技術者は、森林部門の技術士等の資格を有し、同種業務等の

実績（再委託による業務としての実績は含まない。）を有している者とすること。 

(５) 本件調達の公告日から参加表明書提出期限の日までの間のいずれの日においても、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

(６) 本件調達において、本店等の所在地に係る区域制限は設けないものとする。 
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(７) 過去２年以内に、林野庁、都道府県、地方自治体が発注する森林関連業務で指名停止等の処

分を受けていないこと。 

 

３．日程及び手続 

(１) 基本的な日程及び手続の流れについて 

・令和３年 ６月１５日（火） 実施要領等の交付 

・令和３年 ６月２４日（木） 質問書の提出期限 

・令和３年 ６月２９日（火） 参加表明書の提出期限 

・令和３年 ７月 ５日（月） 参加表明書の審査結果通知 

・令和３年 ７月１９日（月） 企画提案書の提出期限 

・令和３年 ７月２７日（火） プレゼンテーション審査会（予定） 

・令和３年 ７月３０日（金） 最優秀提案者の選定結果の通知（予定） 

(２) 手続等 

ア 実施要領等の交付 

実施要領その他の資料は、令和３年６月１５日（火）から同年 ６月２９日（火）までの

間にインターネットの綾部市役所ホームページの公募型プロポーザルから入手するものと

する。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。 

(ア)交付期間及び交付時間 

令和３年６月１５日（火）から同年 ６月２５日（金）までの日（日曜日及び土曜日を除

く。）の午前９時から午後５時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。 

(イ)交付場所 

１（６）の担当部局 

イ 交付資料 

・令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務に係る公募型プロ

ポーザル実施要領 

・令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務特記仕様書 

・参加表明書（様式１） 

・企業概要（様式２） 

・業務実績（様式３） 

・業務の実施体制（様式４－１、様式４－２、様式４－３） 

・企画提案書（様式５） 

・業務の実施方針等（様式６） 

・評価テーマに対する企画提案（様式７） 

・提案価格書（様式８） 

・質問書（様式９） 

 

４．プロポーザルの基本事項 

本プロポーザルは、測量業務における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、成

果の一部の提出を求めるものではない。実施要領において記載された事項以外の内容を含む企画

提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

なお、企画提案者一者につき、一提案に限る。 

また、企画提案者の間に次に掲げるいずれかに該当する関係がある場合は、最優秀提案者に選

定しない。 

(１) 企画提案者の社長、取締役等が他の企画提案者の議決権（会社の総株主又は総社員の議決権
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の４分の１を超える議決権をいう。以下同じ。）を保有しているとき。 

(２) 企画提案者の社長、取締役等と他の企画提案者の社長、取締役等が同一の会社の議決権を保

有しているとき。 

(３) 企画提案者の取締役（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第６７条第１項又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）第６４条第２項の規定により選任された管財人を含む。 

以下この項において同じ。）が他の企画提案者の取締役を兼ねているとき。 

(４) 企画提案者の取締役と他の企画提案者の取締役が同一の会社の取締役を兼ねているとき。 

(５) 前各項に掲げる場合に準ずる場合で発注者が認めるものに該当するとき。 

５．参加表明書の作成・提出に係る事項 

(１) 参加表明書の作成方法 

様式１から様式４に掲げる事項に対して参加表明書を作成すること。 

なお、用紙サイズはＡ４縦とし、文字サイズは１０．５ポイント以上とすること。ただし、

注釈や注記等はこの限りではないが、明瞭に記載すること。 

(２) 参加表明書の提出期限 

令和３年６月２９日（火）午後５時までに担当部局に持参又は送付により提出すること。 

なお、送付による場合は、提出期限の午後５時までに到着したものに限り受け付ける。 

(３) 参加表明書の内容に関する留意事項 

ア 参加表明書（様式１） 

提出者および連絡担当者を記載し、代表者部分に押印すること。 

イ 企業概要（様式２） 

(ア)登録状況 

測量業者登録及びその他資格に係る登録状況を記載すること。 

なお、企業の取得している業務登録や各種資格を証するもの（登録証の写し等）を添付

すること。 

ウ 同種業務等の実績（様式３） 

(ア)同種実績 

平成２８年４月１日から本件調達の公告日までの間に完了した同種業務等の実績を３件

以内で記載すること。同種業務は、航空レーザ計測及び森林解析または航空レーザ計測を

活用した森林資源解析及び森林境界明確化提案図作成業務とする。ただし、同種業務の実

績を優先して記載するものとし、同種業務の実績が３件に満たない場合に類似業務の実績

があれば記載すること。 

なお、記載した業務に係る測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）への登録の写

し又は契約内容及び履行が確認できる契約関係書類（契約書、特記仕様書、検査結果通知

書等）の写しを添付すること。 

(イ)当該地域の業務実績 

平成２８年４月１日から本件調達の公告日までの間に完了した京都府内における同種業

務実績があれば最大２件を記載すること。（再委託による業務としての実績は含まな

い。） 

なお、記載した業務に係る測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）への登録の写

し又は契約内容及び履行が確認できる契約関係書類（契約書、特記仕様書、検査結果通知

書等）の写しを添付すること。 

エ 業務の実施体制（様式４） 

(ア)資格状況等 

配置予定技術者が特定資格を有していることを証するもの（合格証明書の写し、資格者

証の写し等）及び常勤であることを証するもの（健康保険証の写し、厚生年金被保険者標

準報酬決定通知書の写し等）を添付すること。 

(イ)同種業務等の実績 

平成２８年４月１日からから本件調達の公告日までの間に完了した配置予定技術者の同

種業務等の実績（再委託による業務としての実績は含まない。）を３件以内で記載するこ
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と。ただし、同種業務の実績を優先して記載するものとし、同種業務の実績が３件に満た

ない場合に類似業務の実績があれば記載すること。 

なお、記載した業務に係る測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）への登録の写

し又は契約内容及び履行が確認できる契約関係書類（契約書、特記仕様書、技術者通知、

検査結果通知書等）の写しを添付すること。 

(ウ)当該地域の業務実績 

平成２８年４月１日から本件調達の公告日までの間に完了した京都府内において同種業

務実績があれば最大２件を記載すること。（再委託による業務としての実績は含まな

い。） 

なお、記載した業務に係る測量調査設計業務実績情報サービス（TECRIS）への登録の

写し又は契約内容及び履行が確認できる契約関係書類（契約書、特記仕様書、技術者通

知、検査結果通知書等）の写しを添付すること。 

 

６．企画提案書の提出者を選定するための基準 

提出された参加表明書を次の評価基準により評価し、評価の合計点の上位５者を企画提案書の

提出者（以下「企画提案者」という。）として選定する。ただし、選定の対象となる最下位の順

位の者が複数存在する場合等には、５者を超えて選定する。 

 

７．企画提案者の選定結果の通知及び非選定理由の説明 

(１) 結果の通知 

企画提案者の選定結果については、参加表明した全ての者に対し、通知する。 

(２) 非選定理由の説明 

ア 参加表明書を提出した者のうち、企画提案者として選定されなかった者に対しては、その

旨とその理由を通知する。 

イ アの通知を受けた者は通知の日から起算して４日（休日を除く。）以内に書面（様式自

由）により非選定理由について説明を求めることができる。 

なお、その回答は、説明を求めることができる期限から起算して６日以内（休日を除

く。）に書面により行う。 

 

８．企画提案書の作成・提出に係る事項 

(１) 企画提案書の作成方法 

仕様書に基づき、様式５から様式８に掲げる事項に対して企画提案書を作成すること。 

なお、用紙サイズはＡ４縦とし、文字サイズは１０．５ポイント以上とすること。ただし、

注釈や注記等はこの限りではないが、明瞭に記載すること。 

また、カラーで作成しても良いものとする。 

(２) 企画提案書の提出部数及び体裁 

ア 正本（提案者の印を押印したもの）      １部 

イ 副本（企画提案書の表紙を除く）       １部 

ウ 副本の原稿（PDF 形式で CD-R に格納）  １部 

※副本には、自社の名称及び企画提案者が特定できる記述等を一切記載しないこと。 

(３) 企画提案書の提出期限 

令和３年７月１９日（月）午後５時までに担当部局に持参又は送付により提出すること。 

なお、送付による場合は、提出期限の午後５時までに到着したものに限り受け付ける。 

(４) 企画提案書の内容に関する留意事項 

ア 企画提案書（様式５） 

提出者および連絡担当者を記載し、代表者部分に押印すること。 

イ 業務の実施方針等（様式６） 

業務の実施方針、実施フロー及び工程表について、簡潔に記載すること。 

なお、必要に応じて行や列を追加してもよいが、全体で３ページ以内とすること。 

公　告

115



また、提出者を特定できる内容の記述（具体的な社名、個人名等）を記載しないこと。 

ウ 評価テーマに対する企画提案（様式７） 

仕様書に記載する業務を実施するための方法などに関して、航空レーザ測量データを用い

た森林資源解析及び境界明確化提案図等の整備についての評価テーマに対する企画提案を記

載すること。 

なお、記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真等を使用する

ことができるが、これらの図表等を含め、１０ページ以内とすること。 

また、提出者を特定できる内容の記述（具体的な社名、個人名等）を記載しないこと。 

エ 提案価格書の提出（様式８） 

本業務に係る提案価格書を作成すること。 

なお、提案価格は、本業務の業務規模と大きくかけ離れていないか、または提案内容に対

して不適切でないことを確認するために用いるものであり、最優秀提案者として選定された

者とは速やかに契約締結前の協議を行い、見積書を徴するものとする。 

 

９．企画提案書の評価に関する事項 

(１) 企画提案書の評価 

企画提案書は、令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務公募型プ

ロポーザル候補者選定会議（以下「選定会議」という。）の構成員に事前に配布し、構成員は

選定会議において策定された評価項目、評価基準に基づき、事前評価を行う。 

(２) プレゼンテーションによる企画提案書の最終評価 

企画提案者は選定会議に対するプレゼンテーションを行い、委員はその説明を聞いた上で、

最終的な評価を行う。 

なお、プレゼンテーションでは追加資料を認めない。 

(３) プレゼンテーションの留意事項 

ア プレゼンテーションに出席できる者は、配置予定の管理技術者、担当技術者及び契約予定

者（主たる営業所の代表者）等の４名以内とし、プレゼンテーション会場内では社員証、保

険証等の身分を証明するものを携行すること。 

イ プレゼンテーションでは、配置予定管理技術者が全ての内容を説明すること。但し、配置

予定担当技術者等が配置予定管理技術者の説明を補足することは可とする。 

(４) プレゼンテーション予定日 

令和３年７月２７日（火）（現在の予定であり、今後変更の可能性がある。詳細は企画提案

者に別途通知する。） 

(５) プレゼンテーション会場等 

庁内会議室を予定。プレゼンテーション終了後、評価委員からの質問時間を設けることとす

る。会場及び詳細な時間配分は企画提案者に別途通知する。 

なお、プロジェクター及びスクリーンは発注者で準備する。ただし、プレゼンテーションに

使用するパソコン等は企画提案者が準備することとする。 

 

１０．企画提案書を特定するための評価基準 

企画提案書は、別表の基準に基づいて評価し、プレゼンテーションにより、取組姿勢や専門

技術力、コミュニケーション力など、当該業務を実施するのに妥当なものとなっているかを確

認して最優秀提案者を選定するものとする。 

なお、評価結果については、契約締結後に選定した業者名のみホームページで公表する。 
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１１．最優秀提案者の選定通知及び非選定理由の説明 

(１) 結果の通知 

提出された企画提案書については、選定会議で評価した後、評価の合計点が最上位である者

１者を選定し、その結果を全ての企画提案者に通知する。 

なお、最上位が２者以上いる場合は、評価の合計点の内、「評価テーマに対する企画提案の

内容」の評価項目の得点が高い者を選定する。 

上記の方法においても最上位が２者以上いる場合は、提案価格が低い者を選定する。 

(２) 非選定理由の説明 

ア 選定されなかった者に対しては、その旨とその理由を書面により通知する。 

イ アの通知を受けた者は通知の日から起算して４日（休日を除く。）以内に書面（様式自

由） により非選定理由について説明を求めることができる。なお、その回答は、説明を求

めることができる期限から起算して６日以内（休日を除く。）に書面により行う。 

 

１２．質問の受付 

企画提案書等の作成・提出及び本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式９） を作成

し、持参、ファクシミリ又は電子メールにより１（６）の担当部局に提出することとし、訪

問又は電話による質問は、原則として受け付けないものとする。なお、電子メールにより質

問する場合は、タイトルに「【質問】令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資

源解析等業務について」と記載すること。 

(１) 質問の受付期限 

令和３年６月２４日（木）正午 

(２) 質問に対する回答 

質問のあった事項について、回答を令和３年６月２５日（金）までに市のホームページに

まとめて掲載する。 

 

 

１３．契約の締結 

(１) 契約の相手方 

最優秀提案者として選定された者と速やかに契約締結前の協議を行い、見積書を徴して契約

を締結する。この協議には、仕様書及び企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更

の協議も含む。 

なお、協議が不調のときは、企画提案書の最終審査により順位付けられた上位の者から順に

契約の締結の協議を行う。 

(２) 契約金額 

（１）により契約締結の交渉を行う者から見積書を徴し、予算額の範囲内において決定する。 

 

１４．再委託の禁止 

ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただ

し、特段の理由がある場合にはこの限りでない。 

(ア)再委託の契約金額が本業務に係る委託料の額の５０パーセントを超える場合 

(イ)再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

ウ アの承認により受注者が第三者に再委託を行う場合、受注者は、再委託先に契約書に基づ

く一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負担させるものとする。 

 

１５．その他 

(１) 書類の作成に用いる言語、通貨、時刻及び単位 
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日本語、日本円、日本標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）による単位とする。 

(２) 企画提案書の作成及び提出、プレゼンテーションに要する費用は、提案者の負担とする。ま

た本プロポーザル期間中での直接訪問による個別の問い合わせ等は受け付けないものとする。個

別対応のうえ提案を行う事業者は、提案書の受け付けはせず、評価の対象としない可能性があ

る。 

(３) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された参加表明書及び企画提

案書を無効とする場合がある。 

(４) 提出された参加表明書、企画提案書等は返却しない。また、綾部市情報公開条例の規定によ

り、開示請求の対象となる。 

(５) 参加表明書、企画提案書等の受理後の差し替え及び追加・削除は、原則として認めない。 

また、参加表明書及び企画提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。

ただし、契約後、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、変更後

の技術者は、発注者が了承する同等以上の技術者でなければならない。 

(６) 著作権の取扱い 

ア 選定された者の企画提案書に係る著作権の帰属については、契約時に取り交わす契約書  

により定めるものとする。ただし、契約締結前にあっては提案者に帰属するものとする。 

イ 選定されなかった提案者の企画提案書に係る著作権は、提案者に帰属するものとする。 

ウ 市は提案者に対して、企画提案書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わないもの

とする。 

(７) 契約の解除 

受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約

書に記載するものとする。 

なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除する

ときは、受注者は違約金として契約金額の１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなけれ

ばならない。 

また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを京都府警察本部に照会する

場合がある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」とい

う。） であると認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行った

と認められるとき。 

(ア)暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加し      

ている者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している

者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団

員を経営に関与させること。 

(イ)暴力団員を雇用すること。 

(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品そ

の他財産上の利益を与えること。 

(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うも

のであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させる

こと。 
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別表 

【評価基準】令和３年度志賀郷地区森林航空レーザ測量及び森林資源解析等業務公募型プロポー

ザル 

評価項目 評価対象 評価内容 
配点 

(点) 

業務実績 同種業務実績 
過去５年程度の地方公共団体における同種業務の実

績はあるか。 
5 

実施体制 

円滑な事業実施のための人員配置等 

配置予定技術者の保有資格は十分か。 5 

提案内容を実施するための人員は確保されている

か。 
5 

森林所有者とのスムーズな合意形成が図れるような

提案がされているか。 
5 

業務完了後のフォロー等 
業務成果を正しく有効に活用するための利用環境の

提案や、アフターフォロー等の提案があるか。 
5 

技術提案

書及びプ

レゼンテ

ーション 

業務実施方針 

実施方針 
業務の目的、条件、内容が仕様書に即したものにな

っているか。 
10 

工程 
事業を効果的・効率的に実施するための提案がされ

ているか。 
5 

技術提案 

境界明確化 
公図、詳細な地形表現図、航空写真等を用いて境界

明確化の提案がされているか。 
5 

航空レーザー測量 
照射点密度等、解析に十分な機材や基準など、の提

案がされているか。 
5 

地形解析 
境界明確化及び他事業(地籍調査等)の際に使用出来

得るデータであるか。 
5 

森林資源解析 精度が高く、詳細な資源把握ができるか。 5 

森林情報の取扱い 
将来的な森林施業におけるデータ活用に向けた提案

がされているか。 
5 

林地台帳の精度向上 
得られたデータを基に、既存の林地台帳データへの

反映方法についての提案がされているか。 
5 

その他 追加提案等 その他本市に有益となる業務提案があるか。 5 

プレゼンテーション 
業務に対する意欲や、質疑応答の適切さ、提案への

説得力はあるか。 
5 

独創性 実績等によるノウハウの提示 
提案事業者のノウハウや知識・経験を活かした創意

工夫が見られる提案がされているか。 
5 

費用 見積額 
満点(15 点)×(提案価格のうち最低価格／自社の提

案価格) 
15 

合計 100 
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綾部市公告第６７号 

 

 綾部市里山交流研修センター整備工事設計業務委託に関する公募型プロポーザルの実施

について、次のとおりお知らせしますので、参加希望者は申請してください。 

 

  令和３年６月２５日 

 

綾部市長 山 崎 善 也 

 

綾部市里山交流研修センター整備工事設計業務委託について、委託業者の選定にあたり

別添「綾部市里山交流研修センター整備工事設計業務委託に関する公募型プロポーザル実

施要領」により実施します。 
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綾部市公告第６８号 
 

道路整備事業、市道高津旭線舗装工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知

らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入

札による条件付一般競争入札とします。 
 
令和３年６月２８日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ４８号 
（２）工 事 名   市道高津旭線舗装工事 
（３）工事場所   綾部市旭町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   Ｌ＝１１４ｍ Ｗ＝４．０４～６．８４ｍ 
           アスファルト舗装工 Ａ＝６８４㎡ 
           区画線工 区画線設置 外側線・白色 Ｌ＝１９３ｍ 
           区画線工 区画線設置 中央線・黄色 Ｌ＝１１４ｍ 
           ブルーライン設置 Ｌ＝１９３ｍ 
（５）予定工期   令和３年 ７月２８日から 
          令和３年１２月 ４日まで（１３０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で舗装工事のＢ等級又

はＣ等級で登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有

する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等

からの除外措置を受けていないこと。 
（３）舗装工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
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３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月２８日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は３３０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年７月１日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年７月２日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１日については午前９時から正

午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年７月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和３年７月８日（木）から 
     令和３年７月９日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の
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提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年７月１２日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月１６日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月１９日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月１６日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、７月１９日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 
        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月２０日（火）午後１時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし
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ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 舗装工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第６９号 
 

資料館改修事業、綾部市資料館空調設備改修工事に係る入札参加資格について、次の

とおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入

札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和３年６月２８日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ４９号 
（２）工 事 名   綾部市資料館空調設備改修工事 

（３）工事場所   綾部市里町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   空調機取替 
           展示室 天カセ形 同時ツイン ２組 

研修室 天カセ形 １組 
整理室 天カセ形 １組 
収蔵室２ 天吊形 １組 

（５）予定工期   令和３年 ７月２８日から 
          令和３年１０月２５日まで（９０日間） 

 
２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で電気工事のＡ等級、

Ｂ等級、Ｃ等級のいずれかで登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾

部市内に本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市

が締結する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）電気工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ
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し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月２８日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１２０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年７月１日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年７月２日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１日については午前９時から正

午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年７月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和３年７月８日（木）から 
     令和３年７月９日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
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④回答  令和３年７月１２日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月１６日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月１９日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出７月１６日の午前９時から正午までと午後１

時から午後５時までと、７月１９日の午前９時から正午までと午後１

時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月２０日（火）午後１時５０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
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11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 電気工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第７０号 
 

水量水質安定的対策事業、高津町配水管布設替工事に係る入札参加資格について、次

のとおりお知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の

入札は電子入札による条件付一般競争入札とします。 

 
令和３年６月２８日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ５０号 
（２）工 事 名   高津町配水管布設替工事 

（３）工事場所   綾部市高津町（別添位置図参照） 
（４）工事概要   配水管布設工 
           ＨＩＶＰ（ＲＲロング）φ１００ Ｌ＝１０１ｍ 
          配水管布設工 
           ＨＩＶＰ（ＲＲロング）φ７５ Ｌ＝１０８ｍ 
          消火栓設置工 Ｎ＝１基 
          給水戸数 Ｎ＝２５戸 

仮設配水管工 一式 
（５）予定工期   令和３年 ７月２８日から 
          令和３年１２月１４日まで（１４０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で水道施設工事のＡ

等級又はＢ等級で登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に

本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結

する契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）綾部市水道配管講習会終了者を、常時２名以上雇用しているものであること。 
（４）水道施設工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２

月３１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けて

いないこと。 
（５）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置

できること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札

参加資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
 

公　告

141



３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月２８日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は１，４１０円で

す。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年７月１日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年７月２日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１日については午前９時から正

午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年７月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 
①期間  令和３年７月８日（木）から 
     令和３年７月９日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の
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提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年７月１２日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 

７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月１６日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月１９日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月１６日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、７月１９日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月２０日（火）午後２時１０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 
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   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 

公　告

144

mailto:kanri@city.ayabe.lg.jp


様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    
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様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 水道施設工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 

公　告

149



 

公　告

150



綾部市公告第７１号 
 

下水道整備事業、浄化槽設置工事その５に係る入札参加資格について、次のとおりお

知らせしますので、入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子

入札による条件付一般競争入札とします。 
 
令和３年６月２８日 

 
綾部市長 山 崎 善 也   

 
１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０３ ５１号 
（２）工 事 名   浄化槽設置工事その５ 
（３）工事場所   綾部市栗町外（別添位置図参照） 
（４）工事概要   小型合併処理浄化槽設置 
           ５人槽構造基準型  ３基 

７人槽構造基準型Ｐ付  １基 
１０人槽構造基準型Ｐ付  １基 

計５基 
（５）予定工期   令和３年 ７月２８日から 
          令和３年１１月２４日まで（１２０日間） 
 

２ 入札参加資格 
  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 
（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 
（２）令和３年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で浄化槽工事の登録が

あり、かつ土木工事・建築工事・管工事のいずれかにおいて、Ａ１等級、Ａ等級、

Ｂ等級のいずれかで登録されており、令和３年４月１日以降継続して綾部市内に

本店を有する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結す

る契約等からの除外措置を受けていないこと。 
（３）浄化槽工事に係る綾部市発注工事で、令和２年１月１日から令和２年１２月３

１日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていない

こと。 
（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 
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３ 提出書類 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書 
   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ

し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 
（２）配置予定者名簿 
   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 
  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 
 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 
（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和３年６月２８日（月）午前９時から 
   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とし、代金は８１０円です。 
 （２）入札参加資格確認申請書の受付 
   ①期間  令和３年７月１日（木）午前９時から午後６時まで 
        令和３年７月２日（金）午前９時から正午まで 
        ただし、紙入札希望業者の提出で７月１日については午前９時から正

午までと午後１時から午後５時までとします。 
②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 
 

５ 入札参加資格確認通知について 
（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和３年７月上旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 
（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 
 
６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和３年７月８日（木）から 
     令和３年７月９日（金）正午まで 
②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の
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提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 
③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 
④回答  令和３年７月１２日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 
 
７ 入札期間及び開札の日時 
 （１）入札期間 
   ①日時  令和３年７月１６日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和３年７月１９日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は７月１６日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、７月１９日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 
   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 
        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 
 （２）開札の日時 
        令和３年７月２０日（火）午後２時３０分 
 
８ 入札保証金 
   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 
 
９ 落札者の決定方法 
   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 
   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 
 
10 入札の無効 
   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし
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ます。 
   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 
 
11 郵送による入札の可否 
   郵送による入札は認めません。 
 
12 その他 
 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 
 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 
（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 
（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 
（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 
 

13 問い合わせ先 
   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 
   郵便番号  ６２３－８５０１ 
   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 
         綾部市役所本庁東３階 
  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 
   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 
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様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 
 
１ 工事番号                         
 
２ 工 事 名                         
 
３ 場  所                         
 
４ 電子入札システムでの参加ができない理由 
                                    
                                    
                                    
                                    
 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 

令和   年   月   日               
 
 
 

住  所                    
 
 

氏  名                   ㊞  
 
 
 
 
 綾 部 市 長  様 
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様式－２ 
 

一般競争入札参加資格確認申請書 
 

令和  年  月  日 
 
 綾部市長 山 崎 善 也  様 
 
 

住 所                 
                 

氏 名              ㊞  
 

電 話 番 号                 
ＦＡＸ番 号                 

 
 
 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 
 
 
 

記 
 
   工 事 番 号    
   工 事 名    
   工 事 場 所    

公　告

156



様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 
 
工 事 番 号： 
工 事 名： 
商号及び名称： 
 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 
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【記載上の注意事項】 
  
１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみ記載してください。 
  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 
  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 
 

２）主任技術者 

 １ 土木工事・建築工事・管工事のいずれかで技術資格を有した方を記載してください。 
 ２ 請負金額が３，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が３，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 
３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が３，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 
４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 
 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 
２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 
  （１）３）の１に規定する期間。 
  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 
  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 
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     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 
     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 
     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 
     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 
     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 
   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 
     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が３，５００万円未満であること。 
   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 
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綾部市公告第７２号  
 
 次の書類は、地方税法第２０条の２の規定に基づき公告する。  
 なお、送達すべき書類は、綾部市企画総務部税務課において保管し、送達を受けるべき

者の申出があれば交付する。  
 
 
  令和３年６月３０日  
 
 
                           綾部市長 山 崎 善 也  
 
 
１ 送達を受けるべき書類の名称  
  令和３年度 市・府民税 納税通知書  
 
２ 送達を受けるべき者の氏名又は名称  
  ＰＨＡＮ ＴＨＩ ＴＨＵ ＨＡ 
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綾部市教育委員会告示第７号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条の規定

により、令和３年度第３回（６月）綾部市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

 

令和３年６月２４日 

                      綾部市教育委員会        

教育長 村 上 元 良   

 

１ 日  時   令和３年６月３０日（水）午前１０時から 

２ 場  所   綾部市役所 教育委員会事務局（教育長室） 
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綾部市監査公表第１号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第４項の規定に基づき、令和２年度に

実施した定期監査の結果に関する報告を同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

  令和３年６月１４日 

 

綾部市監査委員 諏 訪 吉 昭   

綾部市監査委員 高 橋   輝 

 

１ 監査の種別 

定期監査（地方自治法第１９９条第４項） 

 

２ 監査の目的 

綾部市監査基準及び令和２年度綾部市監査計画に基づいて、綾部市の財務に関する事

務の執行及び経営に係る事業の管理が、予算及び議決並びに法令等に従い、適正で合理

的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として実施するもの。 

 

３ 監査の対象 

予算事項別事務事業の中から、前年度及び当年度における監査対象事項を選定し監査

を実施した。監査対象事項は次のとおりである。 

 

区分 対象部課（局） 対象事項 

第１回 市長公室 秘書広報課 あやべ特別市民制度事業費（制度拡充含む） 

   市制施行７０周年記念事業費 

  職員課 嘱託・臨時職員雇用費 会計年度任用職員経費 

   職員研修費（京都府派遣含む） 

  防災・危機管理課 災害対策費 

   総合防災訓練事業費 

 企画総務部 企画政策課 企画調整事務費 ※令和元年度分 

   オールあやべでがんばろう事業補助金 

  総務課 行政管理費 

   庁内情報化推進費（社会保障･税番号制度対応事業） 

  財政課 財政管理一般事務費 ※令和元年度分 

   庁内情報化推進費（新公会計整備事業費） 

  税務課 賦課徴収費（経常経費）※令和元年度分 

   固定資産税基礎資料整備事業費 

 消防本部 管理課 消防団員退職報償金等 

   防災基盤整備事業費 
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 会計課  会計管理一般事務費 ※令和元年度分 

   用品調達基金 

第２回 

 

市民環境部 

 

市民・国保課 

 

住民基本台帳ネットワークシステム等管理費（住基ネッ

ト） 

   福祉医療費支給事業費 

  市民協働課 ハートセンター管理運営費 

   あやバス運行費 

  人権推進課 
男女共同参画計画策定事業（意識調査経費） 

男女共同参画計画策定費 

   人権福祉センター管理運営費 

  環境保全課 斎場管理費 

   クリーンセンター管理費 

 農林商工部 商工労政課 北部地域連携都市圏ステップアップ事業費 

   団体事業補助金 

  農林課 機構集積協力金交付事業費 

   野生鳥獣被害総合対策事業費 

 教育部 学校教育課 適応指導教室運営事業費 教育相談センター運営事業費 

   学校給食費（中学校費） 

  社会教育課 天文館管理運営費 

   図書館管理運営費 

第３回 定住交流部 定住・地域政策課 空き家活用定住促進事業費 

   住宅維持管理費（水源の里定住促進住宅） 

  観光交流課 観光施設等管理運営費 

   あやべ温泉活性化推進事業費 

  文化・スポーツ 保健体育総務一般事務費 

  振興課 体育施設管理費（新市民センター分） 

 建設部 監理課 登記事務費 

   土木総務一般事務費（工事等監理事務費） 

  建設課 土木総務一般事務費 

   由良川等調整事務費 

  都市計画課 駐車場運営管理費（天神町・綾部駅北・綾部駅南） 

  建築課 木造住宅耐震診断士派遣事業費 

   木造住宅耐震改修費補助事業費 

 議会事務局  議会運営費 ※令和元年度分 

第４回 福祉保健部 社会福祉課 福祉ホール管理運営費 

   生活保護総務一般事務費 

  こども支援課 子ども家庭支援相談室設置事業費 

   母子生活支援施設入所委託運営費 

  障害者支援課 障害者施策推進事業費（障害者計画策定事業費含む） 

   社会福祉援護一般事務費 

  高齢者支援課 敬老の日記念事業費 

監査公表

165



 

   介護認定審査会費 

  保健推進課 保健福祉センター管理運営費 

   病院事業会計（令和２年度中間決算報告分） 

 上下水道部 上水道課 上水道事業会計（令和２年度中間決算報告分） 

  下水道課 合併処理浄化槽設置費等補助金 

   下水道事業会計（令和２年度中間決算報告分） 

 監査委員事務局 監査委員一般事務費 ※令和元年度分 

 

４ 監査の実施期間 

区 分 実施期間 

第１回 令和２年１０月 ９日 ～ 令和２年１２月 ８日 

第２回 令和２年１１月 ４日 ～ 令和２年１２月２５日 

第３回 令和２年１１月３０日 ～ 令和３年 １月２７日 

第４回 令和２年１２月２８日 ～ 令和３年 ３月 ５日 

 

５ 監査の方法 

監査対象事項に係る関係書類の提出を求めて、書類監査を実施するとともに、各所属

長に対し聴取を行った。 

 

６ 監査の項目 

（１）収入事務について 

（２）支出事務について 

（３）補助金等交付事務について 

（４）入札・契約事務について 

（５）財産管理事務について 

（６）経営に係る事業の管理について（公営企業会計） 

 

７ 監査の結果 

おおむね適正に執行されていると認めた。ただし、下記の事項については所属長に対

して指摘を行い、改善又は検討の上、適正な事務の執行に努めるよう指導した。 

なお、この指摘事項については、すでに各所属長から改善の取組又は検討の方向等が

示されている。 

 

該当課 指摘事項 

財 政 課 歳出戻入に係る証拠書類が適切に保管されていないものがある。 

市民･国保課 

人権推進課 

社会福祉課 

観光交流課 

都市計画課 

委託契約書等について、一部記載誤り等がある。 
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人権推進課 

環境保全課 

学校教育課 

私有車の公務使用に関する規程に係る事務手続きに不備がある。 

都市計画課 綾部市駐車場条例施行規則に基づく事務手続きができていない。 

建 築 課 綾部市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の条文の引用に誤りがある。 

下水道課 

 

 

補助金交付に係る一連の書類が補助金交付要綱で定めた様式と異なっている

ほか、様式自体に要綱の規定に沿わない記載がある。 

補助金交付申請書及び請求書について受付処理に不備がある。 

会 計 課 
綾部市用品調達基金条例施行規則の各規定どおりに事務手続きができていな

いものがある。 

 

その他、少しの注意を持って点検や確認を行えば正せる誤り等については、所属長に対

して口頭により指導を行ったところである。 

 

以 上  
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綾部市監査公表第２号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第５項の規定に基づき、令和２年度に

実施した随時監査の結果に関する報告を同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

  令和３年６月１４日 

 

綾部市監査委員 諏 訪 吉 昭    

綾部市監査委員 高 橋   輝    

 

１ 監査の種別 

随時監査（地方自治法第１９９条第５項） 

 

２ 監査の目的 

綾部市監査基準及び令和２年度綾部市監査計画に基づいて、綾部市が発注する工事に

関し、予算及び議決並びに法令等に従い、適正で合理的かつ効率的に執行されているか、

また、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうかを主眼として実施するも

の。 

 

３ 監査の対象 

第１回は令和２年３月３１日までに完成した工事から２件、第２回は令和３年１月上

旬までに完成した工事の中から１件、計３件を選定し監査を実施した。 

対象工事は次のとおりである。 

 

（１）丹波大橋歩道部舗装改良工事 

契 約 概 要 工 事 概 要 

担 当 課 下水道課・監理課（入札等） 薄層カラー舗装 1,160㎡ 

受 注 者 鈴木建設株式会社 上面増厚工 210㎡ 

契約方法 公募型指名競争入札  

請負金額 88,913,000円（税込）  

工  期 令和元年6月25日～令和2年2月29日  

 

（２）山家城址公園便所整備工事 

契 約 概 要 工 事 概 要 

担 当 課 都市計画課・監理課（入札等） 便所建設木造平屋建 延べ面積13.04㎡ 

受 注 者 株式会社平成監理 合併処理浄化槽設置 10人槽 

契約方法 条件付一般競争入札 敷地内アスファルト舗装 舗装面積99.50㎡ 

請負金額 9,533,700円（税込） 既設便所解体一式 

工  期 令和元年9月10日～令和2年1月27日  
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（３）志賀小学校屋内運動場改修工事 

契 約 概 要 工 事 概 要 

担 当 課 学校教育課・監理課（入札等） 屋内改修 609.0㎡ 

受 注 者 北原建設株式会社 内部改修 394.2㎡ 

契約方法 条件付一般競争入札 外部スロープ設置一式 

請負金額 32,714,000円（税込）  

工  期 令和2年6月30日～令和2年9月27日  

 

４ 監査の実施期間 

区 分 実施期間 

第１回 令和２年４月３０日 ～ 令和２年６月 ８日 

第２回 令和３年２月 １日 ～ 令和３年３月２６日 

 

５ 監査の方法 

対象工事に係る関係書類一式の提出を求めて、書類監査を実施するとともに、各所属

長に対し聴取を行い、併せて、現地確認を行った。ただし、第２回についてはコロナ禍の

ため現地確認は見合わせた。 

 

６ 監査の項目 

（１）入札・契約事務について 

（２）工事施工（工程管理及び品質管理）状況について 

（３）提出書類の整備について 

 

７ 監査の結果 

  書類監査及び現地確認において、特段の指摘事項はなかった。ただし、少しの注意を

持って点検や確認を行えば正せる誤り等については、所属長に対して口頭により指導を

行った。 

 

以 上  
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綾部市監査公表第３号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第２項の規定に基づき、令和２年度に

実施した行政監査の結果に関する報告を同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

  令和３年６月１４日 

 

綾部市監査委員 諏 訪 吉 昭    

綾部市監査委員 高 橋   輝    

 

１ 監査の種別 

行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

 

２ 監査の目的 

綾部市監査基準及び令和２年度綾部市監査計画に基づいて、綾部市の事務の執行及び

管理が、予算及び議決並びに法令等に従い、適正で合理的かつ効率的に行われているか

どうかを主眼として実施するもの。 

 

３ 監査の対象 

綾部市衛生公苑の管理運営について（環境保全課） 

 

４ 監査の実施期間 

令和２年９月２４日から令和２年１１月１２日まで 

 

５ 監査の方法  

当該施設の所管課に関係書類の提出を求めて、書類監査を実施するとともに、所管課

長に対し聴取を行った。 

 

６ 監査の着眼点 

（１）市民の福祉の増進、市民負担の軽減及び市民サービスの向上に努めているか。 

（２）事務事業の執行及び管理は、法令等に従って適正に執行されているか。 

（３）事務処理にあっては、能率的かつ効率的に行われ、改善すべき点はないか。 

（４）施設の管理運営は、施設の設置目的に合致しているか。 

（５）施設の管理運営は、市民の利便性を考慮したものとなっているか。 

（６）管理運営に当たり、公共性、経済性は考慮されているか。 

（７）社会情勢や行政需要の変化への対応は、有効になされているか。 

（８）施設は十分利用されているか、対象者等が減少傾向にないか。 

 

７ 施設の概要 
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綾部市衛生公苑（以下「衛生公苑」という。）は、市内で発生するし尿及び汚泥を衛生

的に処理し、市民の快適な生活環境並びに豊かな自然環境を守ることを目的として、昭

和４３年９月に稼働を開始した。 

し尿等処理に係る施設設備等の運転管理業務は業者に委託しており、衛生公苑在勤の

市職員（有資格者）が受託業者への指導・監督を行っている。なお、衛生公苑の職員配置

は正職員２人、会計年度任用職員１人となっている。 

 

８ 監査の結果 

綾部市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則について、条文の引用に

誤りがあり指摘を行い、改善の上適正な事務の執行に努めるよう指導した。 

なお、この指摘事項については、すでに所管課長から改善の取組が示されている。 

また、少しの注意を持って点検や確認を行えば正せる誤り等については、所管課長に

対して口頭により指導を行った。 

 

以 上  
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綾部市監査公表第４号 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第７項の規定に基づき、令和２年度に

実施した財政援助団体等に対する監査の結果に関する報告を同条第９項の規定により次の

とおり公表する。 

 

  令和３年６月１４日 

 

綾部市監査委員 諏 訪 吉 昭    

綾部市監査委員 高 橋   輝    

 

１ 監査の種別 

財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

 

２ 監査の目的 

綾部市監査基準及び令和２年度綾部市監査計画に基づいて、綾部市が財政的な援助等

を行っている団体に対し、公金がその目的を達成するために、適正で合理的かつ効率的

に執行されているかどうかを主眼として実施するもの。 

 

３ 監査の対象団体 

（１）対象の団体  一般財団法人 綾部市スポーツ協会 

（２）団体の種別  補助金交付団体 

（３）対象補助金  綾部市団体事業補助金（社会体育振興事業） 

（４）所 管 課  文化・スポーツ振興課 

 

４ 監査の実施期間 

令和３年２月１日から令和３年３月２６日まで 

 

５ 監査の方法 

事業計画書、予算書及び決算諸表及び関係諸帳簿等と、補助金交付に係る一連の書類

の提出を求めて書類監査を実施するとともに、対象団体の役員、所管課の課長に対し聴

取を行った。 

 

６ 監査の着眼点 

（１）補助金交付団体 

ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と、所管課へ提出した補助金等交付申請書、

実績報告書等は符合するか。 

イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。 

ウ 事業は計画的及び交付条件に従って実施され十分効果が上げられているか。 
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エ 補助金等が補助対象事業以外に流用されてないか。 

オ 出納関係帳票等の整備及び記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠

書類の整備及び保存は適切か。 

カ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 

キ 補助金等の執行に関し、内部統制は有効に機能しているか。 

ク 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。 

ケ 損失補償及び債務保証に係る借入金の返済状況は適切か。 

コ 団体の監査役や監事は、独立性が確保され、有効に機能しているか。 

 

（２）所管部局関係 

ア 補助金の決定は法令等に適合しているか。 

イ 補助金交付要綱等は適正に整備されているか。 

ウ 財政的援助が既得権益化しているものはないか。また、随時、社会情勢に合わせ

て見直しをされているか。 

エ 補助金の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。 

オ 補助金に関する条件の内容は明確か。 

カ 補助金の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 

キ 補助金の条件の履行状況、対象事業の内容、対象経費、使途の適正性及び効果等

について、実績報告書等により実態が十分に確認されているか。 

ク 補助金交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

ケ 補助金により購入された団体の資産の管理状況を適切に監督しているか。 

コ 補助金等の受領団体の事務が市内部で行われていないか。また、行われている場

合、その内容や理由は妥当か。 

 

７ 補助金の概要 

市民の体力向上と地域スポーツの普及・発展、また、競技力の向上を目指し指導員の

養成、選手の育成強化を図ることを目的とした社会体育振興事業に対し、補助金を交付

するもので、令和元年度は 2,800,000 円を交付、令和２年度は交付決定額 1,400,000 円

のうち1,120,000 円の概算交付を行っている。 

 

８ 監査の結果 

補助金は、事業の実施目的に沿って執行されており特段の指摘事項はなかった。ただ

し、少しの注意を持って点検や確認を行えば正せる誤りについては、対象団体の役員、

所管課の課長に対して口頭により指導を行った。 

 

 

以 上  
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